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第一章　調査の概要

１　調査の目的

　　この調査は、市民の人権に関する意識を把握し、今後の人権に関する施策を推進する上での基礎

　資料とする。

２　調査項目

　（１）人権一般（問１～問４）

　（２）新たに施行された人権に関する法律の認知度（問５）

　（３）女性の人権（問６）

　（４）子どもの人権（問７）

　（５）高齢者の人権（問８）

　（６）障害のある人の人権（問９）

　（７）罪や非行を犯した人の人権（問１０）

　（８）犯罪被害者の人権（問１１）

　（９）プライバシー保護（問１２）

　（10）インフォームド・コンセント（問１３）

　（11）性的マイノリティ（性的少数者）の人権（問１４）

　（12）同和問題（問１５）

　（13）外国人の人権（問１６）

　（14）感染症患者等の人権（問１７）

　（15）ハンセン病問題（問１８）

　（16）美祢市の人権に関する取組（問１９～問２２）

３　調査の方法

　（１）調査地域

　　　　美祢市全域

　（２）調査対象者及び標本抽出方法

　　　　市内に居住する１８歳以上の者を対象として、住民基本台帳から1,500人を無作為抽出法に

　　　より抽出した。

　（３）調査方法

　　　　郵送法・無記名方式

　（４）調査期間

　　　　令和５年２月１６日から令和５年３月１５日

　（５）実施機関

　　　　美祢市市民福祉部福祉課人権推進室

４　回収状況

　（１）調査票配布数　　　　１，５００票

　（２）住所不明による返却数　　　　４票

　（３）回収数　　　　　　　　　６０４票　　

　（４）回収率　　　　　　　　４０．４％（前回　平成２０年度：５３．０％）
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５　回収の属性

（１）性別

（２）年齢別

（３）性・年齢別

全体（N=604）
男性（N=261）
女性（N=303）
どちらでもない（N=0）
答えたくない（N=9）
その他（N=0）
性別無回答（N=31）
18～19歳　（N＝1）
20～29歳　（N=21）
30～39歳　（N=37）
40～49歳　（N=56）
50～59歳　（N=77）
60～69歳　（N=121）
70～79歳　（N=165）
80歳以上　（N＝96）
年齢無回答（N＝30）

男
43423

女
50423

どちらでもない
0403

答えたくない
1453

その他
0403

無回答
5413

256

12～19歳
0423

20～29歳
3453

30～39歳
6413

40～49歳
9433

50～59歳
12473

60～69歳
20403

70～79歳
27433

20歳以上
15493

無回答
5403

040 

145 

243 

345 

643 

1043 

1347 

546 

042 

240 

342 

543 

643 

946 

1342 

942 

040 

145 

040 

541 

040 540 1040 1540

男性12～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

20歳以上

女性12～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

20歳以上

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

（％）
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（４）職業別

６　調査結果の見方

　（１）本文及び図中に示した調査結果の数値は百分比（％）で示してある。これらの数値は

　　　　小数点以下第２位を四捨五入しているため、全項目の回答比率の合計が100.0％とな

　　　　らない場合がある。

　（２）複数の回答を求めた質問では、回答比率の合計が100.0％を超えることがある。

　（３）報告書中の図表では、コンピューター入力の都合上、回答選択肢の表現を短縮してい

　　　　る場合がある。

全体　　　　　　　  （N=604）
農林業者　　 　　　 （N=68）
漁業者　　　　　 　 （N=0）
経営者、自営業者　　（N=33）
企業等勤め人　　　　（N=95）
学校の教職員　　  　（N=3）
医療等の関係者　　  （N=46）
その他の公務員　　　（N=21）
他の専門職・自由業  （N=3）
臨時職・パート　　　（N=64）
主婦(夫)　　　 　　 （N=46）
学生　　　　　　　  （N=7）
その他　　　　　　　（N=182）
職業無回答　　　　  （N=36）

1143

040

545

1547

045

746

345

045

1046

746

142

3041

640

040 540 1040 1540 2040 2540 3040 3540

農林業者（家族従事者も含む）

漁業者（家族従事者も含む）

企業の経営者・自営業者（家族従事者も含む）

民間の企業や工場・商店などに勤める人

学校の教職員（大学・短大・専門学校・幼稚園・保育

所を含む）

医療・保健・福祉関係者（医師・歯科医師・薬剤師・

看護師・保健師・介護福祉士など）

学校・医療関係以外の公務員

その他の専門職・自由業（弁護士・公認会計士・宗

教家・芸術家・各種師匠など）

臨時職員やパート等

主婦（夫）（専ら家事・育児をしている人）

学生

その他（無職など、上記以外の人）

職業無回答

（％）
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第二章　調査結果の分析

１　　人権一般について

（１）基本的人権に関する認知度

図１－１　基本的人権に関する認知度（性・年齢別）

基本的人権に関する認知度について
●「知っている」が82.5％と８割を超えているが、前回調査（84.5％）に比べ2.0ポイント低く
なり、県調査（87.8％）に比べ5.3ポイント低くなっている。
●年齢別にみると、80歳以上と年齢無回答の人を除き、「知っている」との回答が８割を超え
ている。

　問１　あなたは、基本的人権は侵すことのできない永久の権利として、憲法で保障されて
        いることを知っていますか。（✓は１つ）

82.5

83.1

83.8

66.7

67.7

100.0

81.0

86.5

91.1

89.6

87.6

81.2

70.8

66.7

14.7

14.9

13.5

22.2

22.6

19.0

13.5

7.1

9.1

10.7

17.6

19.8

26.7

2.8

1.9

2.6

11.1

9.7

1.8

1.3

1.7

1.2

9.4

6.7

全体

男性

女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

年齢無回答

知っている 知らない 無回答

261

303

0

9

0

31

1

21

37

56

77

121

165

96

30

件数

604

87.8

84.5

82.5

10.9

14.3

14.7

1.3

1.1

2.8

R1県調査

H20前回調査

R4調査

知っている 知らない 無回答

265

1535 

件数

604
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図１－２　基本的人権に関する認知度（職業別）

●職業別にみると、その他と職業無回答の人を除き、「知っている」との回答が８割を超え
ている。
●学校の教職員、その他の専門職・自由業、学生では件数が少ないものの、100.0％となって
いる。

82.5

86.8

97.0

88.4

100.0

95.7

95.2

100.0

87.5

87.0

100.0

69.2

66.7

14.7

11.8

3.0

11.6

4.3

10.9

10.9

25.3

25.0

2.8

1.5

4.8

1.6

2.2

5.5

8.3

全体

農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

知っている 知らない 無回答

件数

68

0

33

95

3

46

21

3

64

46

7

182

36

604
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（２）関心のある基本的人権

【問１で「１知っている」を選んだ人のみ回答】

関心のある基本的人権について
●前回調査同様、「自由権」（79.3％）の回答が最も多く、次いで「平等権」（70.9％）、
「生存権」（63.9％）、「教育を受ける権利」（60.0％）の順となっている。

図１－２－１　関心のある基本的人権（性・年齢別）
( )は、Ｈ20前回調査

　問１－２　憲法で保障されている基本的人権のうち、あなたが日常生活の中で、特に関心
　　　　　をもっているものはどれですか。（✓はいくつでも）

79.3

70.9

63.9

60.0

39.0

29.9

40.2

25.3

0.6

2.0

73.2 

66.1 

61.6 

29.0 

10.7 

7.6 

11.2 

1.3 

0.9 

5.8 

76.0 

68.4 

62.0 

55.6 

37.1 

28.3 

35.3 

22.4 

0.6 

2.7 

0 20 40 60 80

自由権（思想や学問の自由、信教の自由、言論や結社の自由、居住・移

転・職業を選ぶ自由など）

平等権（法の下の平等、男女両性の平等、選挙権の平等）

生存権（健康で文化的な最低限度の生活を営む権利）

教育を受ける権利

仕事に就いて働く権利

働く人が、団結・団体交渉・団体行動する権利

政治に参加する権利（選挙権、最高裁判所裁判官の国民審査など）

裁判を受ける権利

その他

わからない

R４調査

H20前回調査

R1県調査

79.3

79.3

79.5

0.0

83.3

0.0

76.2

0.0

64.7

68.8

78.4

72.5

84.0

81.3

86.8

75.0

0 50 100

全体

男性

女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

年齢無回答

自由権（思想や学問の自由、信教の自由、言論や結社の

自由など）

70.9

71.0

71.3

0.0

83.3

0.0

61.9

0.0

64.7

65.6

64.7

76.8

76.4

66.4

77.9

60.0

0 50 100

平等権（法の下の平等、男女両性の平等、選挙権

の平等）
（66.1）

63.9

64.1

64.2

0.0

50.0

0.0

61.9

0.0

64.7

62.5

56.9

59.4

63.2

64.9

75.0

60.0

0 50 100

生存権（健康で文化的な最低限度の生活を営む

権利）
（61.6）（73.2）
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●「自由権（思想や学問の自由、信教の自由、言論や結社の自由など）」では、60～69歳
（84.0％）、70～79歳（81.3％）、80歳以上（86.8％）が８割と高くなっている。
●「平等権（法の下の平等、男女両性の平等、選挙権の平等）」との回答も18～19歳を除く全
年代で６割以上となっている。

全体（N=498）
男性（N=217）
女性（N=254）
どちらでもない（N=0）
答えたくない（N=6）
その他（N=0）
性別無回答（N=21）
18～19歳　（N＝1）
20～29歳　（N=17）
30～39歳　（N=32）
40～49歳　（N=51）
50～59歳　（N=69）
60～69歳　（N=106）
70～79歳　（N=134）
80歳以上　（N＝68）
年齢無回答（N＝20）

60.0

54.8

65.0

0.0

66.7

0.0

52.4

0.0

47.1

53.1

47.1

62.3

61.3

61.9

72.1

50.0

0 50 100

全体

男性

女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

年齢無回答

教育を受ける権利 （29.0）

39.0

35.9

40.9

0.0

16.7

0.0

52.4

0.0

17.6

25.0

27.5

29.0

39.6

43.3

57.4

50.0

0 50 100

仕事に就いて働く権利 （10.7）

29.9

31.8

28.3

0.0

0.0

0.0

38.1

0.0

5.9

12.5

23.5

26.1

28.3

34.3

44.1

40.0

0 50 100

働く人が、団結・団体交渉・団体行動する権利
（7.6）

40.2 

42.9 

38.2 

0.0 

33.3 

0.0 

38.1 

0.0 

23.5 

12.5 

19.6 

24.6 

47.2 

49.3 

60.3 

40.0 

0 50 100

全体

男性

女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

年齢無回答

政治に参加する権利（選挙権、最高裁判所裁判官の国民

審査など） （11..2）

25.3 

27.6 

22.8 

0.0 

0.0 

0.0 

38.1 

0.0 

5.9 

18.8 

15.7 

11.6 

30.2 

25.4 

42.6 

40.0 

0 50 100

裁判を受ける権利

（1.3）

0.6 

0.9 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.4 

0.9 

0.7 

0.0 

0.0 

0 50 100

その他

（0.9）

2.0

1.8

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.9

0.0

0.9

4.5

1.5

0.0

0 50 100

全体

男性

女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

年齢無回答

わからない （5.8）
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図１－２－２　関心のある基本的人権（職業別）

79.3

89.8

0.0

81.3

70.2

66.7

68.2

60.0
100.0

85.7

85.0

57.1

84.1

75.0

0 50 100

全体

農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

自由権（思想や学問の自由、信教の自由、言論や結社の

自由、居住・移転・職業を選ぶ自由など）

63.9

69.5

0.0

43.8

60.7

33.3

61.4

60.0

33.3

75.0

70.0

42.9

65.9

62.5

0 50 100

生存権（健康で文化的な最低限度の生活を営む

権利）

39.0

47.5

0.0

28.1

31.0

0.0

34.1

15.0

0.0

44.6

37.5

14.3

46.8

54.2

0 50 100

仕事に就いて働く権利

29.9

39.0

0.0

25.0

22.6

0.0

20.5

30.0

0.0

30.4

27.5

0.0

36.5

41.7

0 50 100

働く人が、団結・団体交渉・団体行動する権利

70.9

79.7

0.0

71.9

69.0

66.7

56.8

55.0

100.0

78.6

72.5

71.4

72.2

62.5

0 50 100

平等権（法の下の平等、男女両性の平等、選挙権

の平等）

60.0

74.6

0.0

53.1

50.0
100.0

52.3

40.0

0.0

69.6

67.5

42.9

63.5

54.2

0 50 100

全体

農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

教育を受ける権利

40.2

57.6

0.0

43.8

29.8

0.0

18.2

20.0

33.3

39.3

42.5

28.6

49.2

45.8

0 50 100

全体

農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

政治に参加する権利（選挙権、最高裁判所裁判官の国民

審査など）

25.3

37.3

0.0

18.8

17.9

0.0

18.2

15.0

0.0

17.9

30.0

0.0

31.7

41.7

0 50 100

裁判を受ける権利

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.3

5.0

0.0

1.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0 50 100

その他
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●職業別にみると、大半の職業において、「自由権（思想や学問の自由、信教の自由、言論や
結社の自由など）」、「平等権（法の下の平等、男女両性の平等、選挙権の平等）」、「生存
権（健康で文化的な最低限度の生活を営む権利）」、「教育を受ける権利」が高い方から１番
目から４番目のいずれかになっている。
●学校の教職員は、「教育を受ける権利」（100.0％）が最も高く、次いで「自由権（思想や
学問の自由、信教の自由、言論や結社の自由など）」（66.7％）と「平等権（法の下の平等、
男女両性の平等、選挙権の平等）」（66.7％）が高くなっている。

全体　　　　　　　 （N=498）
農林業者　　　　　 （N=59）
漁業者　　　　　 　（N=0）
経営者、自営業者 　（N=32）
企業等勤め人　　　 （N=84）
学校の教職員　　 　（N=3）
医療等の関係者　　 （N=44）
その他の公務員　　 （N=20）
他の専門職・自由業 （N=3）
臨時職・パート　　 （N=56）
主婦(夫)　　　 　  （N=40）
学生　　　　　　　 （N=7）
その他　　　　　　 （N=126）
職業無回答　　　　 （N=24）

2.0

1.7

0.0

3.1

2.4

0.0

2.3

0.0

0.0

1.8

2.5

0.0

2.4

0.0

0 50 100

全体

農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

わからない
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（３）山口県人権推進指針の理解度

図２－１　山口県人権推進指針の理解度（性・年齢別）

山口県人権推進指針の理解度について
●「知っていて内容もよく理解している」、「知っていて内容もある程度は理解している」、
「知っているが内容はよく理解していない」を合わせた「知っている（計）」（44.1％）は
前回調査（26.8％）に比べ17.3ポイント高くなっている。
●しかしながら、「知っている(計）」のうち、「知っているが内容はよく理解していない」
（28.6％）が最も高くなっており、理解度が高い状況とは言い難い。
●年齢別にみると、年齢が高くなるにつれ「知っている（計）」が高くなる傾向がみられた。

件数

604

265

1535

　問２　これまで市では、「山口県人権推進指針」に基づき、人権に関する諸施策を推進して
　　　きました。あなたはこの「山口県人権推進指針」を知っていますか。（✓は１つ）

2.6

2.3

3.3

1.8

1.3

4.1

1.2

7.3

12.9

14.9

11.2

11.1

12.9

2.7

3.6

9.1

14.9

18.2

16.7

13.3

28.6

28.0

30.0

11.1

25.8

19.0

18.9

23.2

31.2

27.3

35.2

28.1

23.3

49.7

49.8

48.2

77.8

54.8

100.0

81.0

75.7

66.1

55.8

47.1

37.6

39.6

56.7

6.1

5.0

7.3

6.5

2.7

5.4

2.6

6.6

7.9

8.3

6.7

全体

男性

女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

年齢無回答

知っていて

内容もよく理

解している

知っていて

内容もある

程度は理解

している

知っている

が内容はよ

く理解してい

ない

知らない

無回答

件数

261

303 

0

9

0

31

1

21

37

56

77

121

165

96

30

604

1.8 

2.6 

8.3 

12.9 

20.8 

26.8 

28.6 

67.4 

70.9 

49.7 

1.7 

2.3 

6.1 

R1県調査

H20前回調査

R４調査

知っている（計） 知らない
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図２－２　山口県人権推進指針の理解度（職業別）

●職業別にみると、企業等勤め人は「知っていて内容もよく理解している」（0.0％）、「知って
いて内容もある程度は理解している」（7.4％）、「知っているが内容はよく理解していない」
（18.9％）を合わせた「知っている（計）」は26.3％であり３割に達していない。
●学生では「知っている（計）」と回答した人はいなかった。

　
　

2.6

7.4

4.8

1.6

6.5

3.3

12.9

20.6

12.1

7.4

100.0

13.0

9.5

33.3

10.9

8.7

13.7

13.9

28.6

25.0

36.4

18.9

37.0

38.1

31.3

45.7

26.4

33.3

49.7

38.2

45.5

69.5

47.8

47.6

66.7

48.4

32.6

100.0

48.9

47.2

6.1

8.8

6.1

4.2

2.2

7.8

6.5

7.7

5.6

全体

農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

知っていて

内容もよく

理解してい

る

知っていて

内容もある

程度は理解

している

知っている

が内容はよ

く理解して

いない

知らない

無回答

件数

604

68

0

33

95

3

46

21

3

64

46

7

182

36
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（４）山口県人権推進指針を知ったきっかけ

【問２で「１知っていて内容もよく理解している」、「２知っていて内容もある程度は理解し
ている」、「３知っているが内容はよく理解していない」を選んだ人のみ回答】

山口県人権推進指針を知ったきっかけについて

●前回調査同様、「市・県の広報紙」（64.8％）が最も高く、次いで「人権に関するイべント」

（24.3％）が高くなっている。

図２－２－(１)－１　山口県人権推進指針を知ったきっかけ（性・年齢別）
( )は、Ｈ20前回調査

　（１） あなたが、山口県人権推進指針を知ったきっかけは何からですか。
　　　（✓はいくつでも）

17.2

16.9

16.3

0.0

0.0

0.0

33.3

0.0

0.0

12.5

25.0

21.9

19.6

11.1

20.0

27.3

0 50 100

全体

男性

女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

年齢無回答

研修会・講習会 （18.3）

24.3

22.0

27.4

0.0

50.0

0.0

8.3

0.0

0.0

37.5

25.0

25.0

33.9

20.0

24.0

9.1

0 50 100

人権に関するイベント（市の人権教育ふれあい講

座・県の人権ふれあいフェスティバル等）） （22.5）

64.8

66.9

65.9

0.0

50.0

0.0

33.3

0.0

100.0

37.5

56.3

65.6

67.9

68.9

64.0

36.4

0 50 100

市・県の広報紙
（69.0）

17.2 

24.3 

64.8 

10.5 

3.4 

18.3 

22.5 

69.0 

12.7 

1.4 

17.9 

12.2 

68.8 

7.8 

2.5 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

研修会・講習会

人権に関するイベント（市の人権教育ふれあい講座・県の人権ふれあ

いフェスティバル等）

市・県の広報紙

市・県のホームページ

その他

R4調査

H20前回調査

R1県調査
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●年齢別にみると、すべての年齢層が「市・県の広報紙」の回答割合が最も高くなっている。
「人権に関するイベント（市の人権教育ふれあい講座・県の人権ふれあいフェスティバル
等）」との回答は、30～39歳では37.5％となっており、他の年齢に比べ若干高くなっている。

図２－２－(１)－２　山口県人権推進指針を知ったきっかけ（職業別）

全体（N=267）
男性（N=118）
女性（N=135）
どちらでもない（N=0）
答えたくない（N=2）
その他（N=0）
性別無回答（N=12）
18～19歳　（N＝0）
20～29歳　（N=4）
30～39歳　（N=8）
40～49歳　（N=16）
50～59歳　（N=32）
60～69歳　（N=56）
70～79歳　（N=90）
80歳以上　（N＝50）
年齢無回答（N＝11）

10.5

10.2

10.4

0.0

50.0

0.0

8.3

0.0

25.0

12.5

6.3

9.4

16.1

7.8

10.0

9.1

0 50 100

全体

男性

女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

年齢無回答

市・県のホームページ （12.7）

3.4

1.7

3.7

0.0

0.0

0.0

16.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.6

3.3

4.0

18.2

0 50 100

その他 （1.4）

17.2

27.8

0.0

0.0

8.0
100.0

8.7

45.5

0.0

17.9

14.3

0.0

13.9

23.5

0 50 100

全体

農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

研修会・講習会

24.3

22.2

0.0

25.0

16.0

33.3

56.5

9.1

100.0

14.3

25.0

0.0

25.3

11.8

0 50 100

人権に関するイベント （市の人権教育ふれあい講

座・県の人権ふれあいフェスティバル等）

64.8

66.7

0.0

62.5

88.0

66.7

56.5

45.5

0.0

64.3

75.0

0.0

65.8

35.3

0 50 100

市・県の広報紙
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●職業別にみると、「市・県の広報紙」との回答が最も高い職業がほとんどであるのに対し、
学校の教職員は「研修会・講習会」が100.0％に達している。
●その他の公務員については「研修会・講習会」（45.5％）が「市・県の広報紙」（45.5％）
と同じく高くなっている。
　

全体　　　　　　　  （N=267）
農林業者　　　　　　（N=36）
漁業者　　　　　  　（N=0）
経営者、自営業者　  （N=16）
企業等勤め人　　　　（N=25）
学校の教職員　　 　 （N=3）
医療等の関係者　　  （N=23）
その他の公務員　　  （N=11）
他の専門職・自由業　（N=1）
臨時職・パート　　　（N=28）
主婦(夫)　　　 　　 （N=28）
学生　　　　　　　　（N=0）
その他　　　　　　　（N=79）
職業無回答　　　 　 （N=17）

10.5

13.9

0.0

0.0

12.0

0.0

8.7

9.1

0.0

17.9

10.7

0.0

10.1

5.9

0 50 100

全体

農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

市・県のホームページ

3.4

2.8

0.0

6.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.6

3.6

0.0

3.8

11.8

0 50 100

その他
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（５）山口県人権推進指針の内容に対する感想

【問２で「１知っていて内容もよく理解している」、「２知っていて内容もある程度は理解
している」、「３知っているが内容はよく理解していない」を選んだ人のみ回答】

図２－２－(２)－１　山口県人権推進指針の内容に対する感想（性・年齢別）

が４３．７％で、両回答を合わせるとほぼ５割の者が理解を示している。
　

H20前回調査との比較

肯定的な感想（計）
わかりやすい
共感できる

否定的な感想（計）
むずかしくてわかりにくい
もっと内容を充実すべき

●前回調査に比べ、「肯定的な感想（計）」（49.3％→44.2％）は5.1ポイント低下し、「否定
的な感想（計）」（28.2％→42.3％）は14.1ポイント上昇している。
●「むずかしくてわかりにくい」が20～29歳（75.0％）、30～39歳（50.0％）では他の年齢に
比べ高くなっている。

43.7%
28.2%
16.9%
11.3%

44.2%（-5.1％）
6.4%（+0.8％）
37.8%（-5.9％）
42.3%（+14.1％）
25.8%（+8.9％）
16.5%（+5.2％）

　（２） 山口県人権推進指針について、どのように思いましたか。（✓は１つ）

H20前回調査 R4調査
49.3%
5.6%

6.4

5.9

7.4

18.8

3.1

8.9

3.3

10.0

37.8

39.0

37.8

50.0

25.0

37.5

31.3

43.8

51.8

33.3

34.0

27.3

25.8

24.6

25.9

50.0

33.3

75.0

50.0

25.0

28.1

14.3

30.0

22.0

27.3

16.5

19.5

14.1

16.7

25.0

12.5

12.5

12.5

21.4

16.7

14.0

18.2

2.6

4.2

1.5

3.1

1.8

2.2

6.0

10.9

6.8

13.3

25.0

12.5

9.4

1.8

14.4

14.0

27.3

全体

男性

女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

年齢無回答

わかりや

すい

共感でき

る

むずかしく

てわかり

にくい

もっと内容

を充実す

べき

その他

無回答

件数

267

118

135

0

2

0

12

0

4

8

16

32

56

90

50

11
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図２－２－(２)－２　山口県人権推進指針の内容に対する感想（職業別）

●職業別にみると、「わかりやすい」と「共感できる」を合わせた「肯定的な感想（計）」
の回答割合は、学校の教職員（100.0％）、その他の公務員（63.6％）では高くなっている。
●「むずかしくてわかりにくい」と「もっと内容を充実すべき」を合わせた「否定的な感想
（計）」は、企業等勤め人（60.0％）では他の職業に比べ高くなっている。
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（６）美祢市における人権尊重意識の定着状況

図３－１　美祢市における人権尊重意識の定着状況（性・年齢別）

ちらともいえない」（２０．８％）が「そう思う」（２０．８％）を大きく上回り、
４割を超えている。　

図３－２　山口県における人権尊重意識の定着状況（性・年齢別）

美祢市における人権尊重意識の定着状況について
●「そう思う」（5.8％）と「どちらかといえばそう思う」（20.2％）を合わせた「そう思う
（計）」は26.0％である。一方、「そうは思わない」（6.5％）と「どちらかといえばそうは
思わない」（6.8％）を合わせた「そうは思わない（計）」は13.3％となっている。
●年齢別にみると、高年齢層ほど「そう思う（計）」の回答割合が高くなる傾向にあり、
70～79歳（32.1％）、80歳以上（36.5％）では３割を超えている。

H20前回調査との比較

そう思う（計）
そうは思わない（計） 11.3% 13.3%（+2.0％）

　問３　今の美祢市は、１０年前と比べて、人権が尊重された市になっていると思います
　　　か。あなたの気持ちに一番近いものをお答えください。（✓は１つ）

H20前回調査 R4調査
20.8% 26.0%（+5.2％）
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図３－２　山口県における人権尊重意識の定着状況（職業別）

●職業別にみると「そう思う」と「どちかといえばそう思う」をあわせた「そう思う（計）」
の回答割合が、企業等勤め人（19.0％）、臨時職・パート（15.7％）、学生（14.3％）で２割
を下回っている。
●「どちらともいえない」の回答割合が、臨時職・パート（39.1％）、主婦（夫）（39.1％）
で約４割となっている。
●「わからない」の回答割合が、企業等勤め人（43.2％）で約４割となっている。
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（７）人権を侵害された経験

図４－１　人権を侵害された経験（性・年齢別）

人権侵害された経験の有無について
●「ある」と回答した人は18.5％で、前回調査と比べて4.9ポイント低下している。「ない」と
回答した人は59.9％で、前回調査と比べて2.5％ポイント高くなっている。
●年齢別にみると、全年齢においても「ない」の回答割合が高く、60歳以降は６割を超えてい
る。
●「ある」の回答割合は、40～49歳（33.9％）が他の年齢に比べ高くなっている。
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265
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　問４　あなたは、今までに、ご自分の人権が侵害されたと思ったことがありますか。（✓
　　　は１つ）

18.5

15.7

20.8

44.4

12.9

9.5

29.7

33.9

26.0

15.7

15.8

12.5

10.0

59.9

63.6

57.4

22.2

64.5

100.0

57.1

59.5

41.1

44.2

66.9

65.5

63.5

66.7

19.9

19.5

19.8

33.3

19.4

33.3

10.8

25.0

28.6

15.7

17.0

20.8

20.0

1.7

1.1

2.0

3.2

1.3

1.7

1.8

3.1

3.3

全体

男性

女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳
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図４－２　人権を侵害された経験（職業別）

●職業別にみると、ほとんどの職業で「ない」の回答割合が５割以上となっており、中でも
主婦（夫）（73.9％）、学生（100.0％）で高くなっている。
●「ある」と回答した人は、「その他の公務員」（33.3％）で３割を超えている。
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（８）人権を侵害されたと思った内容

【問４で「１ある」を選んだ人のみ回答】

図４－２－(１)－１　人権を侵害されたと思った内容（性・年齢別）
( )は、Ｈ20前回調査

（１） あなたが侵害されたと思った内容はどのようなものでしたか。（✓はいくつでも）
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人権を侵害されたと思った内容について
●「地域や職場などでの仲間はずれ（他人からの悪口、かげ口など）」が39.3％と最も高く、
次いで「名誉き損、侮辱」（38.4％）、「プライバシーの侵害」（22.3％）の順となっている。
●前回調査に比べ、「地域や職場などでの仲間はずれ（他人からの悪口、かげ口など）」
（27.4％→39.3％）は11.9ポイント、「名誉き損、侮辱」（27.4％→38.4％）は11.0ポイント
上昇している。
●性別にみると、男性は女性に比べ、「名誉き損、侮辱」（19.5ポイント）、「公的機関や企
業、団体による不当な扱い」（10.8ポイント）の回答割合が高くなっている。
●一方、女性は男性に比べ、「地域や職場などでの仲間はずれ（他人からの悪口、かげ口な
ど）」（26.4ポイント）、「セクシュアル・ハラスメントやストーカー行為」（16.6ポイント）
の回答割合が高くなっている。
●年齢別にみると、「地域や職場などでの仲間はずれ（他人からの悪口、かげ口など）」では
70～79歳（61.5％）が他の年齢に比べ高くなっている。
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5.4

9.8

3.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9.1

5.3

5.0

10.5

3.8

0.0

0.0

0 50 100

全体

男性

女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

年齢無回答

インターネットによる人権侵害 （3.2）

8.0

4.9

9.5

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

10.5

15.0

15.8

0.0

0.0

33.3

0 50 100

悪臭、騒音等の公害
（14.5）

8.0

9.8

6.3

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21.1

15.0

0.0

3.8

8.3

0.0

0 50 100

その他
（9.7）

4.5

4.9

1.6

0.0

25.0

0.0

25.0

0.0

0.0

9.1

0.0

0.0

5.3

3.8

8.3

33.3

0 50 100

全体

男性

女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

年齢無回答

なんとなく （3.2）

3.6

0.0

6.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15.8

0.0

0.0

3.8

0.0

0.0

0 50 100

答えたくない （16.1）

24



図４－２－(１)－２　人権を侵害されたと思った内容（職業別）

38.4

44.4

0.0

40.0

44.0

0.0

15.4

57.1

0.0

27.3

40.0

0.0

43.8

25.0

0 50 100

全体

農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

名誉き損、侮辱

15.2

11.1

0.0

60.0

20.0

0.0

7.7

14.3

0.0

9.1

20.0

0.0

9.4

25.0

0 50 100

暴力・虐待（家庭内を含む）、脅迫、強要

11.6

0.0

0.0

20.0

16.0

0.0

7.7

0.0

0.0

9.1

0.0

0.0

15.6

25.0

0 50 100

公的機関や企業、団体による不当な扱い

4.5

0.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9.1

0.0

0.0

9.4

0.0

0 50 100

全体

農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

社会福祉施設での不当な扱い

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9.1

0.0

0.0

12.5

0.0

0 50 100

警察官による不当な扱い（犯罪や不法行為

のぬれぎぬなど）

13.4

11.1

0.0

20.0

0.0

0.0

15.4

42.9

0.0

9.1

0.0

0.0

15.6

50.0

0 50 100

差別待遇（人種・信条・性別・社会的身分・

心身の障害などによる不当な扱い）

39.3

44.4

0.0

40.0

32.0
100.0

46.2

42.9

0.0

45.5

20.0

0.0

40.6

25.0

0 50 100

全体

農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

地域や職場などでの仲間はずれ（他人からの悪

口、かげ口など）

12.5

11.1

0.0

20.0

20.0

0.0

15.4

0.0

0.0

9.1

20.0

0.0

6.3

25.0

0 50 100

ｾｸｼｭｱﾙ･ﾊﾗｽﾒﾝﾄやｽﾄｰｶｰ行為

22.3

22.2

0.0

20.0

28.0

0.0

23.1

28.6

0.0

27.3

40.0

0.0

12.5

25.0

0 50 100

プライバシーの侵害
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●職業別にみると、大半の職業において「地域や職場などでの仲間はずれ（他人からの悪口、
かげ口など）」、「名誉き損、侮辱」の回答割合が高くなっている。

全体　　　　　　 　 （N=112）
農林業者　　　　 　 （N=9）
漁業者　　　　　 　 （N=0）
経営者、自営業者 　 （N=5）
企業等勤め人　　 　 （N=25）
学校の教職員　　  　（N=1）
医療等の関係者　 　 （N=13）
その他の公務員　 　 （N=7）
他の専門職・自由業　（N=0）
臨時職・パート　 　 （N=11）
主婦(夫)　　　 　　 （N=5）
学生　　　　　　　  （N=0）
その他　　　　　　  （N=32）
職業無回答　　　　  （N=4）

5.4

11.1

0.0

0.0

8.0

0.0

7.7

14.3

0.0

0.0

0.0

0.0

3.1

0.0

0 50 100

全体

農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

インターネットによる人権侵害

8.0

0.0

0.0

20.0

8.0

0.0

0.0

14.3

0.0

9.1

20.0

0.0

6.3

25.0

0 50 100

悪臭、騒音等の公害

8.0

11.1

0.0

20.0

8.0

0.0

7.7

28.6

0.0

0.0

0.0

0.0

6.3

0.0

0 50 100

その他

4.5

11.1

0.0

0.0

0.0

0.0

7.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.3

25.0

0 50 100

全体

農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

なんとなく

3.6

0.0

0.0

20.0

0.0

0.0

15.4

0.0

0.0

9.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0 50 100

答えたくない

26



（９）人権を侵害された際の対処法

【問４で「１ある」を選んだ人のみ回答】

図４－２－（２）－１　人権を侵害された際の対処法（性・年齢別）
( )は、Ｈ20前回調査

　（２）　そのとき、あなたはどうされましたか。（✓はいくつでも）

71.4

65.9

77.8

0.0

25.0

0.0

75.0

0.0
100.0

72.7

78.9

70.0

57.9

73.1

66.7
100.0

0 50 100

全体

男性

女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

年齢無回答

黙って我慢した （61.3）

23.2

24.4

19.0

0.0

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

45.5

10.5

25.0

26.3

11.5

41.7

33.3

0 50 100

相手に抗議した （21.0）

17.0

7.3

25.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

36.4

26.3

25.0

15.8

0.0

16.7

0.0

0 50 100

親、きょうだい、子どもや親戚に相談した
（19.4）

1.8

4.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.3

0.0

8.3

0.0

0 50 100

全体

男性

女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

年齢無回答

自治会の役員や民生委員に相談した （6.5）

17.9

17.1

19.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

0.0

36.4

15.8

35.0

15.8

7.7

0.0

33.3

0 50 100

親しい友だち、職場の同僚や上司に相談し

た
（21.0）

1.8

4.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.3

0.0

8.3

0.0

0 50 100

法務局や人権擁護委員に相談した
（1.6）

3.6

4.9

3.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9.1

0.0

5.0

0.0

3.8

8.3

0.0

0 50 100

全体

男性

女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

年齢無回答

市や県の担当部署に相談した （6.5）

2.7

2.4

3.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9.1

5.3

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 50 100

弁護士に相談した （0.0）

4.5

7.3

3.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.5

5.0

5.3

3.8

0.0

0.0

0 50 100

警察に相談した
（4.8）
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人権を侵害された際の対処法について
●「黙って我慢した」（71.4％）と回答した人が最も多く、
次いで、「相手に抗議した」（23.2％）、「親しい友だち、
職場の同僚や上司に相談した」（17.9％）となっている。
●相談先は、「親しい友だち、職場の同僚や上司」（17.9％）、
「親、きょうだい、子どもや親戚」（17.0％）が高くなって
いる。
●公的機関である「警察に相談した」（4.5％）、「市や県の
担当部署に相談した」（3.6％）、「法務局や人権擁護委員に
相談した」（1.8％）は１割に満たない。
●「黙って我慢した」（61.3％→71.4％）と回答した人の割合
が前回調査に比べ、10.1ポイント上昇している。
●女性は男性に比べ「親、きょうだい、子どもや親戚に相談
した」（18.1ポイント差）の回答割合が高くなっている。
●年齢別にみると、いずれの年齢とも「黙って我慢した」の
回答割合が高く、いずれも５割を超えている。

全体（N=112）
男性（N=41）
女性（N=63）
どちらでもない（N=0）
答えたくない（N=4）
その他（N=0）
性別無回答（N=4）
18～19歳　（N＝0）
20～29歳　（N=2）
30～39歳　（N=11）
40～49歳　（N=19）
50～59歳　（N=20）
60～69歳　（N=19）
70～79歳　（N=26）
80歳以上　（N＝12）
年齢無回答（N＝3）

0.9

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8.3

0.0

0 50 100

全体

男性

女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

年齢無回答

民間団体などに相談した （0.0）

0.9

0.0

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 50 100

新聞などの報道機関等に相談した
（1.6）

6.3

2.4

6.3

0.0

25.0

0.0

25.0

0.0

50.0

0.0

5.3

0.0

5.3

11.5

0.0

33.3

0 50 100

その他 （16.1）
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図４－２－（２）－２　人権を侵害された際の対処法（職業別）

71.4

55.6

0.0

20.0

76.0
100.0

84.6

42.9

0.0

81.8

60.0

0.0

78.1

75.0

0 50 100

全体

農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

黙って我慢した

23.2

22.2

0.0

0.0

20.0

0.0

15.4

42.9

0.0

18.2

40.0

0.0

25.0

50.0

0 50 100

相手に抗議した

17.0

11.1

0.0

20.0

20.0

0.0

15.4

14.3

0.0

36.4

40.0

0.0

9.4

0.0

0 50 100

親、きょうだい、子どもや親戚に相談した

1.8

11.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.1

0.0

0 50 100

全体

農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

自治会の役員や民生委員に相談した

17.9

22.2

0.0

20.0

16.0

0.0

23.1

42.9

0.0

18.2

20.0

0.0

6.3

50.0

0 50 100

親しい友だち、職場の同僚や上司に相談し

た

1.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.1

25.0

0 50 100

法務局や人権擁護委員に相談した

3.6

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

15.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.1

0.0

0 50 100

全体

農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

市や県の担当部署に相談した

2.7

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

15.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 50 100

弁護士に相談した

4.5

0.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

14.3

0.0

9.1

0.0

0.0

6.3

0.0

0 50 100

警察に相談した
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●職業別にみると、「黙って我慢した」の回答割合が最も
高くなっている。医療等の関係者（84.6％）、臨時職・パー
ト（81.8％）、企業等勤め人（76.0％）が高くなっている。

　

全体　　　　　　 　 （N=112）
農林業者　　　　 　 （N=9）
漁業者　　　　　  　（N=0）
経営者、自営業者 　 （N=5）
企業等勤め人　　 　 （N=25）
学校の教職員　　  　（N=1）
医療等の関係者　  　（N=13）
その他の公務員　  　（N=7）
他の専門職・自由業  （N=0）
臨時職・パート　  　（N=11）
主婦(夫)　　　 　   （N=5）
学生　　　　　　　  （N=0）
その他　　　　　　  （N=32）
職業無回答　　　 　 （N=4）

0.9

11.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 50 100

全体

農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

民間団体などに相談した

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.1

0.0

0 50 100

新聞などの報道機関等に相談した

6.3

0.0

0.0

40.0

0.0

0.0

7.7

14.3

0.0

0.0

0.0

0.0

6.3

25.0

0 50 100

その他
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２　　人権の個別分野ごとの課題

（１）新たに施行された人権に関する法律の認知度　　【新規】

新たに施行された人権に関する法律の認知度について
●「いじめ防止対策推進法」（61.4％）が最も高く、次いで「障害者虐待防止法」（46.7％）、
「部落差別解消推進法」（38.9％）、「女性活躍推進法」（38.1％）の順となっている。
●「どれも知らない」（19.7％）の回答割合は約２割となっている。

図５－１　新たに施行された人権に関する法律の認知度（性・年齢別）

　問５　あなたは、以下の法律が施行されたことを知っていますか。
(知っているもの全てに✔）

46.7

61.4

34.8

38.1

36.3

23.2

38.9

19.7

41.7 

60.9 

32.6 

33.8 

31.5 

21.8 

26.7 

19.7 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（障害

者虐待防止法；H24施行）

いじめ防止対策推進法（H25施行）

子どもの貧困対策の推進に関する法律（子どもの貧困対策推進法；H26施

行）

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法；

H28施行）

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法；

H28施行）

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に

関する法律（ヘイトスピーチ解消法；H28施行）

部落差別の解消の推進に関する法律（部落差別解消推進法；H28施行）

どれも知らない

R４調査

R１県調査

46.7

47.1

48.2

0.0

11.1

0.0

38.7
100.0

19.0

32.4

28.6

39.0

61.2

50.9

51.0

40.0

0 50 100

全体

男性

女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

年齢無回答

障害者虐待防止法

61.4

64.0

61.4

0.0

33.3

0.0

48.4

100.0

47.6

51.4

60.7

67.5

63.6

66.1

55.2

53.3

0 50 100

いじめ防止対策推進法

34.8

36.8

35.0

0.0

22.2

0.0

19.4

0.0

28.6

29.7

30.4

37.7

40.5

36.4

33.3

20.0

0 50 100

子どもの貧困対策推進法
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●男女とも「いじめ防止対策推進法」の認知率が最も高くなっている。男性は女性に比べ「ヘ
イトスピーチ解消法」（15.4ポイント差）、「部落差別解消推進法」（10.6ポイント差）の認
知率が高くなっている。
●年齢別にみると、いずれの年齢とも「いじめ防止対策推進法」の認知率が最も高い。60～69
歳の各法律の認知率が他の年齢に比べ高い傾向にあり、「障害者虐待防止法」（61.2％）、
「障害者差別解消法」（45.5％）、「女性活躍推進法」（44.6％）となっている。

全体（N=604）
男性（N=261）
女性（N=303）
どちらでもない（N=0）
答えたくない（N=9）
その他（N=0）
性別無回答（N=31）
18～19歳　（N＝1）
20～29歳　（N=21）
30～39歳　（N=37）
40～49歳　（N=56）
50～59歳　（N=77）
60～69歳　（N=121）
70～79歳　（N=165）
80歳以上　（N＝96）
年齢無回答（N＝30）

38.1

41.0

36.0

0.0

44.4

0.0

32.3 100.0

33.3

40.5
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図５－２　新たに施行された人権に関する法律の認知度（職業別）

●職業別にみると、医療等関係者を除く全ての職業で「いじめ防止対策推進法」の認知率が最
も高くなっている。医療等関係者は「障害者虐待防止法」が最も高くなっている。
●学校の教職員は件数が少ないものの、「いじめ防止対策推進法」、「子どもの貧困対策推進
法」が100.0％の認知率となっている。
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その他の公務員　　　（N=21）
他の専門職・自由業  （N=3）
臨時職・パート　　　（N=64）
主婦(夫)　　　 　　 （N=46）
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職業無回答　　　　  （N=36）
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（２）女性に関する人権上の問題点

図６－１　女性に関する人権上の問題点（性・年齢別）
( )は、Ｈ20前回調査

　問６　あなたは、女性に関することがらで、問題があると思われるのはどのようなことで
　　　すか。（✓は３つまで）
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男女の固定的な役割分担意識（「男は仕事、女は家事」な
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60～69歳

70～79歳

80歳以上

年齢無回答

内容に関係なく女性の水着姿、裸体等を使用した広告・雑

誌や写真、アダルト（成人向け）ビデオ等
（18.1）
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0.0

6.5

100.0

4.8

18.9

14.3

20.8

16.5

19.4

8.3

6.7
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0.0

22.2

0.0

0.0
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0.0
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女性に関する人権上の問題点について
●「男女の固定的な役割分担意識（「男は仕事、女は家事」など）をおしつけられること」
(41.6％)が４割と最も高く、次いで「職場における採用時や昇進・昇格などの差別待遇」
（30.8％）、「職場におけるセクシャル・ハラスメント」（26.7％）、「家庭内における配偶者
に対する暴力（酒に酔ってなぐるなど）」（21.5％）となっている。
●男女とも「男女の固定的な役割分担意識（「男は仕事、女は家事」など）をおしつけられるこ
と」、「職場における採用時や昇進・昇格などの差別待遇」、「職場におけるセクシャル・ハラ
スメント」の回答割合が高くなっている。
●年齢別にみると、大半の年齢で「男女の固定的な役割分担意識（「男は仕事、女は家事」など）
をおしつけられること」の回答割合が最も高くなっている。
●「職場におけるセクシャル・ハラスメント」では、20～29歳（66.7％）、30～39歳（43.2％）
が他の年齢に比べ高くなっている。

全体（N=604）
男性（N=261）
女性（N=303）
どちらでもない（N=0）
答えたくない（N=9）
その他（N=0）
性別無回答（N=31）
18～19歳　（N＝1）
20～29歳　（N=21）
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40～49歳　（N=56）
50～59歳　（N=77）
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70～79歳　（N=165）
80歳以上　（N＝96）
年齢無回答（N＝30）
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35



図６－２　女性に関する人権上の問題点（職業別）
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●職業別にみると、ほとんどの職業において「男女の固定的な役割分担意識（「男は仕事、女は
家事」など）をおしつけられること」の回答割合が高くなっている。
●「職場におけるセクシャル・ハラスメント」では、学生（57.1％）、その他の公務員（47.6％）
が他の職業に比べ高くなっている。
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（３）子どもに関する人権上の問題点

図７－１　子どもに関する人権上の問題点（性・年齢別）
( )は、Ｈ20前回調査

　問７　あなたは、子どもに関することがらで、問題があると思われるのはどのようなこと
　　　ですか。（✓は３つまで）
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子どもに関する人権上の問題点について
●「大人（保護者）が暴力や虐待を行ったり、児童買春等を行うこと」（38.7％）、「子どもの
間でいじめが行われていること」（37.9％）、「子どもの意見を受けとめないで自分の考えを
押しつける大人（保護者）がいること」（33.4％）の順となっている。
●「大人（保護者）が暴力や虐待を行ったり、児童買春等を行うこと」では、30～39歳（62.2％）
40～49歳（51.8％）が他の年齢に比べ高くなっている。
●男性は女性に比べ、「成績だけを気にかけている保護者がいること」（8.5ポイント差）の回答
割合が高くなっている。

全体（N=604）
男性（N=261）
女性（N=303）
どちらでもない（N=0）
答えたくない（N=9）
その他（N=0）
性別無回答（N=31）
18～19歳　（N＝1）
20～29歳　（N=21）
30～39歳　（N=37）
40～49歳　（N=56）
50～59歳　（N=77）
60～69歳　（N=121）
70～79歳　（N=165）
80歳以上　（N＝96）
年齢無回答（N＝30）

37.9

39.8

37.6
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11.1

0.0

32.3
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男性

女性

どちらでもない
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その他

性別無回答
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30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

年齢無回答

子どもの間でいじめが行われていること （38.9）

19.9

18.4

21.8

0.0

55.6

0.0

3.2

0.0

14.3

27.0

33.9

27.3

21.5

17.6

10.4

6.7

0 50 100

メールやインターネットで悪質な書き込みや嫌がら

せをされること （16.2）

1.2

1.1

1.0

0.0

0.0

0.0

3.2

0.0

0.0

2.7

1.8

1.3

0.8

1.2

0.0

3.3

0 50 100

その他 （1.1）
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6.6

0.0

0.0

0.0
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0.0

0.0

3.6
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7.9

8.3
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0 50 100

全体

男性

女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

年齢無回答

特にない （1.9）
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0.0

11.1

0.0
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0.0

3.6
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4.8
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0 50 100

わからない （3.8）
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図７－２　子どもに関する人権上の問題点（職業別）
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漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

成績だけを気にかけている保護者がいること
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0.0
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41.3
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その他の公務員
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主婦（夫）
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その他

職業無回答

子どもの間でいじめが行われていること
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11.8
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●職業別にみると、「大人（保護者）が暴力や虐待を行ったり、児童買春等を行うこと」は、そ
の他の公務員（61.9％）、経営者・自営業者（48.5％）の回答割合が高くなっている。件数は少
ないが、学校の教職員（66.7％）も高くなっている。
●「子どもの間でいじめが行われていること」は、医療等の関係者（47.8％）、その他の公務員
（47.6％）、臨時職・パート（46.9％）、企業等勤め人（44.2％）の回答割合が高くなっている。
●「子どもの意見を受けとめないで自分の考えを押しつける大人(保護者）がいること」は臨時職
・パート（42.2％）、主婦（夫）（43.5％）の回答割合が高くなっている。

全体　　　　　　　  （N=604）
農林業者　　　　 　 （N=68）
漁業者　　　　　  　（N=0）
経営者、自営業者 　 （N=33）
企業等勤め人　　　　（N=95）
学校の教職員　　  　（N=3）
医療等の関係者　　  （N=46）
その他の公務員　　　（N=21）
他の専門職・自由業  （N=3）
臨時職・パート　　  （N=64）
主婦(夫)　　　 　   （N=46）
学生　　　　　　　  （N=7）
その他　　　　　　　（N=182）
職業無回答　　　　  （N=36）
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4.4

0.0
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0.0

4.3

0.0

0.0
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4.3

0.0
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13.9

0 50 100
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農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

特にない

6.6

1.5

0.0

0.0

4.2

0.0

2.2

0.0

0.0

4.7

2.2

0.0

14.3

11.1

0 50 100

わからない
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（４）高齢者に関する人権上の問題点

図８－１　高齢者に関する人権上の問題点（性･年齢別）
( )は、Ｈ20前回調査

　問８　あなたは、高齢者に関することがらで、問題があると思われるのはどのようなこと
　　　ですか。（✓は３つまで）
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0.0
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0.0
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0.0
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21.6
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女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～15歳

20～25歳

30～35歳

40～45歳

50～55歳

60～65歳

70～75歳

80歳以上

年齢無回答

経済的に自立が困難なこと
（40.4）

17.4

23.8

13.2

0.0

11.1

0.0

6.5

0.0

14.3

13.5

25.0

20.8

24.8

14.5

11.5

6.7

0 50 100

働ける能力を発揮する機会が少ないこと
（38.5）
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0.0

15.4

0.0

33.3

24.3

15.6
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18.8
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0 50 100

認知症について社会の理解が不十分であること
（－）
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0.0
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0.0
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答えたくない

その他

性別無回答
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20～25歳

30～35歳

40～45歳

50～55歳

60～65歳

70～75歳

80歳以上

年齢無回答

悪徳商法や特殊詐欺、財産侵害など高齢者が被害者とな

る犯罪が増加していること （62.6）

11.5

11.5

11.5

0.0

0.0
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家庭において看護や介護をせずに、嫌がらせや虐

待をすること （14.7）
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ること
（7.5）
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その他
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30～35歳

40～45歳

50～55歳

60～65歳

70～75歳

80歳以上

年齢無回答

高齢者を邪魔者扱いし、つまはじきにすること
（22.3）
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0.0

0.0

0.0
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0.0

10.8
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8.3
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高齢者の意見や行動を尊重しないこと
（15.8）
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0 50 100

乗物、建物などでﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化が図られていないこと
（18.5）
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高齢者に関する人権上の問題点について
●「悪徳商法や特殊詐欺、財産侵害など高齢者が被害者となる犯罪が増加していること」
（55.5％）、「経済的に自立が困難なこと」（31.5％）、「病院や養介護施設において、嫌が
らせや虐待をすること」（26.8％）、新たな選択肢である「認知症について社会の理解が不十
分であること」（23.2％）の順となっている。
●年齢別にみると、全ての年齢において「悪徳商法や特殊詐欺、財産侵害など高齢者が被害者
となる犯罪が増加していること」の回答割合が最も高くなっている。
●「病院や養介護施設において、嫌がらせや虐待をすること」では30～39歳（45.9％）が他の
年齢に比べ高くなっている。

全体（N=604）
男性（N=261）
女性（N=303）
どちらでもない（N=0）
答えたくない（N=9）
その他（N=0）
性別無回答（N=31）
18～19歳　（N＝1）
20～29歳　（N=21）
30～39歳　（N=37）
40～49歳　（N=56）
50～59歳　（N=77）
60～69歳　（N=121）
70～79歳　（N=165）
80歳以上　（N＝96）
年齢無回答（N＝30）
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0.0

0.0
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図８－２　高齢者に関する人権上の問題点（職業別）
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●職業別にみると、「悪徳商法や特殊詐欺、財産侵害など高齢者が被害者となる犯罪が増加
していること」の回答割合が大半の職業で高くなっている。その他の公務員（71.4％）、学生
（71.4％）では７割を超えている。
●「病院や養介護施設において、嫌がらせや虐待をすること」の回答割合は、主婦（41.3％）、
企業等勤め人（41.1％）が他の職業に比べ高くなっている。

全体　　　　　　　  （N=604）
農林業者　　　 　　 （N=68）
漁業者　　　　　  　（N=0）
経営者、自営業者　  （N=33）
企業等勤め人　　　  （N=95）
学校の教職員　　  　（N=3）
医療等の関係者　　  （N=46）
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（５）障害のある人に関する人権上の問題点

図９－１　障害のある人に関する人権上の問題点（性･年齢別）
( )は、Ｈ20前回調査

　問９　あなたは、障害のある人に関することがらで、問題があると思われるのはどのよう
　　　なことですか。（✓は３つまで）
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障害のある人に関する人権上の問題点について
●「障害のある人や障害について人々の理解が不足していること」（46.7％）、「働く場や働
くための支援が十分でないこと」（31.5％）、「差別的な言動をされること」（23.8％）の順
となっている。
●男性は女性に比べ「就職、職場で不利な扱いを受けること」（8.3ポイント差）の回答割合が
高くなっている。
●「働く場や働くための支援が十分でないこと」は60～69歳（41.3％）が他の年齢に比べ高く
なっている。
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図９－２　障害のある人に関する人権上の問題点（職業別）
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●職業別にみると、「障害のある人や障害について人々の理解が不足していること」がその他
の公務員を除く職業で、回答割合が最も高くなっている。
●その他の公務員では、「働く場や働くための支援が十分でないこと」（61.9％）が最も高く
なっており、次いで「障害のある人や障害について人々の理解が不足していること」（57.1％）
となっている。
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（６）罪や非行を犯した人が立ち直ろうとする場合の人権上の問題点

図１０－１　罪や非行を犯した人が立ち直ろうとする場合の人権上の問題点（性･年齢別）
( )は、Ｈ20前回調査

　問１０　あなたは、罪や非行を犯した人が、罪をつぐなって社会の一員として立ち直ろう
　　　　とする場合、どのような問題があると思われますか。（✓は２つまで）
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0.0

3.2

0.0

4.8

25.7

17.5

13.0

16.5

6.7

5.2

3.3

0 50 100

メールやインターネットで悪質な書き込みや嫌がら

せをされること
（4.2）

1.5

1.1

1.3

0.0

0.0

0.0

6.5

0.0

0.0

0.0

0.0

3.5

0.0

1.8

2.1

3.3

0 50 100

全体

男性

女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～15歳

20～25歳

30～35歳

40～45歳

50～55歳

60～65歳

70～75歳

80歳以上

年齢無回答

その他
（1.1）

5.4

6.5

5.6

0.0

22.2

0.0

25.8

0.0

4.8

5.4

12.5

3.5

5.0

11.5

11.5

26.7

0 50 100

特にない （6.8）

13.6

12.3

14.2

0.0

33.3

0.0

12.5

0.0

14.3

10.8

12.5

13.0

10.7

13.5

18.8

13.3

0 50 100

わからない （12.8）
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罪や非行を犯した人が立ち直ろうとする場合の人権上の問題点について
●「更生した人たちに対する誤った認識や偏見が存在していること」
（64.9％→51.0％）の回答割合が最も高い。次いで、「就職、職場で
不利な扱いを受けること」（40.4％→36.4％）が高い。
●年齢別にみると、いずれの年齢においても「更生した人たちに対する
誤った認識や偏見が存在していること」の回答割合が高く、60～69歳
（64.5％）では、６割を超えている。
●「メールやインターネットで悪質な書き込みや嫌がらせをされるこ
と」（4.2％→11.4％）は30～39歳（29.7％）で高くなっている。逆に
70～79歳（6.7％）、80歳以上（5.2％）では低くなっている。

図１０－２　罪や非行を犯した人が立ち直ろうとする場合の人権上の問題点（職業別）

全体（N=604）
男性（N=261）
女性（N=303）
どちらでもない（N=0）
答えたくない（N=9）
その他（N=0）
性別無回答（N=31）
18～19歳　（N＝1）
20～29歳　（N=21）
30～39歳　（N=37）
40～49歳　（N=56）
50～59歳　（N=77）
60～69歳　（N=121）
70～79歳　（N=165）
80歳以上　（N＝96）
年齢無回答（N＝30）

51.0

50.0

0.0

60.6

52.6

66.7

45.7

57.1

66.7

56.3

60.5

85.7

47.8

27.8

0 50 100

全体

農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

更生した人たちに対する誤った認識や偏見が存在してい

ること

36.4

30.5

0.0

42.4

34.7

33.3

34.8

38.1

33.3

42.2

35.1

57.1

36.8

27.8

0 50 100

就職、職場で不利な扱いを受けること

5.8

4.4

0.0

3.0

6.3

33.3

4.3

14.3

0.0

6.3

2.2

0.0

7.1

2.8

0 50 100

アパート等の入居を拒否されること

5.3

7.4

0.0

5.1

6.3

0.0

0.0

0.0

0.0

6.3

4.3

0.0

6.0

2.8

0 50 100

全体

農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

結婚問題で周囲の反対を受けること

8.6

16.2

0.0

5.1

6.3

66.7

4.3

0.0

0.0

4.7

4.3

0.0

5.5

13.5

0 50 100

じろじろ見られたり、避けられたりすること

11.4

7.4

0.0

21.2

17.5

0.0

15.2

14.3

0.0

12.5

17.4

14.3

6.6

2.8

0 50 100

メールやインターネットで悪質な書き込みや嫌がら

せをされること
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●職業別にみると、いずれの職業においても「更生した人たちに対する誤った認識や偏見が存
在していること」の回答割合が最も高い。学生（85.7％）では８割を超えている。
●「就職、職場で不利な扱いを受けること」は、学生（57.1％）が他の職業と比べ、高くなっ
ている。
●「メールやインターネットで悪質な書き込みや嫌がらせをされ
ること」は、経営者、自営業者（21.2％）が他の職業と比べ、高
くなっている。 全体　　　　　　　  （N=604）

農林業者　　 　　　 （N=68）
漁業者　　　　　  　（N=0）
経営者、自営業者　  （N=33）
企業等勤め人　　　  （N=95）
学校の教職員　　  　（N=3）
医療等の関係者　　　（N=46）
その他の公務員　　  （N=21）
他の専門職・自由業  （N=3）
臨時職・パート　　  （N=64）
主婦(夫)　　　 　   （N=46）
学生　　　　　　 　 （N=7）
その他　　　　　　　（N=182）
職業無回答　　　　  （N=36）

1.5

1.5

0.0

3.0

0.0

0.0

4.3

4.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

8.3

0 50 100

全体

農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

その他

5.4

8.8

0.0

6.1

6.3

0.0

4.3

5.5

0.0

7.8

8.7

0.0

11.0

27.8

0 50 100

特にない

13.6

14.7

0.0

3.0

13.7

0.0

13.0

5.5

0.0

18.8

6.5

0.0

15.5

16.7

0 50 100

わからない
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（７）犯罪被害者に関する人権上の問題点

図１１－１　犯罪被害者に関する人権上の問題点（性･年齢別）
( )は、Ｈ20前回調査

　問１１　あなたは、犯罪被害者に関することがらで、問題があると思われるのはどのよう
　　　　なことですか。（✓は３つまで）

44.0

44.1

45.5

0.0

33.3

0.0

32.3
100.0

47.6

51.4

58.5

48.1

52.1

38.2

31.3

33.3

0 50 100

全体

男性

女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～15歳

20～25歳

30～35歳

40～45歳

50～55歳

60～65歳

70～75歳

80歳以上

年齢無回答

犯罪行為によって精神的なショックを受けること
（50.5）

20.5

23.4

18.8

0.0

22.2

0.0

12.5

0.0

5.5

27.0

21.4

26.0

24.0

15.4

15.6

13.3

0 50 100

犯罪行為によって経済的負担を受けること

（22.3）

32.6

34.5

31.4

0.0

22.2

0.0

25.0

0.0

52.4

35.1

15.6

31.2

25.8

38.8

30.2

30.0

0 50 100

事件のことに関して、周囲にうわさ話をされること
（35.1）

21.0

21.8

20.1

0.0

22.2

0.0

22.6

0.0

23.8

32.4

30.4

23.4

21.5

15.4

10.4

23.3

0 50 100

全体

男性

女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～15歳

20～25歳

30～35歳

40～45歳

50～55歳

60～65歳

70～75歳

80歳以上

年齢無回答

警察に相談しても、期待どおりの結果が得られないこと
（21.5）

5.6

8.0

11.2

0.0

22.2

0.0

3.2

0.0

4.8

8.1

17.5

13.0

8.3

11.5

4.2

3.3

0 50 100

捜査や刑事裁判において、精神的負担を受けるこ

と （11.3）

13.1

15.2

7.6

0.0

33.3

0.0

5.7

0.0

23.8

13.5

12.5

16.5

13.2

13.5

7.3

10.0

0 50 100

刑事裁判手続きに、必ずしも被害者の声が十分反

映されるわけではないこと （17.0）

42.5

42.1

44.2

0.0

33.3

0.0

32.3
100.0

33.3

45.5

48.2

36.4

50.4

40.0

40.6

36.7

0 50 100

全体

男性

女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～15歳

20～25歳

30～35歳

40～45歳

50～55歳

60～65歳

70～75歳

80歳以上

年齢無回答

報道によってプライバシーに関することが公表されたり、取

材によって私生活の平穏が保てなくなること （54.7）

14.2

14.5

14.2

0.0

0.0

0.0

12.5

100.0

23.8

13.5

8.5

5.1

13.2

16.4

16.7

13.3

0 50 100

職場・同僚・学校関係者などの十分な理解が得ら

れないこと （5.8）

5.3

6.5

4.3

0.0

11.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2.7

7.1

7.8

4.1

6.1

6.3

0.0

0 50 100

捜査機関からの犯罪に関する情報提供がなされな

いこと （7.5）
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犯罪被害者に関する人権上の問題点について
●「犯罪行為によって、精神的なショックを受けること」（50.9％→44.0％）の回答割合が最
も高く、次いで「報道によってプライバシーに関することが公表されたり、取材によって私生
活の平穏が保てなくなること」（54.7％→42.5％）、「事件のことに関して、周囲にうわさ話
をされること」（35.1％→32.6％）となっている。
●男性は女性に比べ「刑事裁判手続きに、必ずしも被害者の声が十分反映されるわけではない
こと」（11.6ポイント差）の回答割合が高くなっている。

全体（N=604）
男性（N=261）
女性（N=303）
どちらでもない（N=0）
答えたくない（N=9）
その他（N=0）
性別無回答（N=31）
18～19歳　（N＝1）
20～29歳　（N=21）
30～39歳　（N=37）
40～49歳　（N=56）
50～59歳　（N=77）
60～69歳　（N=121）
70～79歳　（N=165）
80歳以上　（N＝96）
年齢無回答（N＝30）

10.5

13.0

5.5

0.0

22.2

0.0

0.0

0.0

4.8

13.5

17.5

15.6

14.0

6.7

10.4

0.0

0 50 100

全体

男性

女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～15歳

20～25歳

30～35歳

40～45歳

50～55歳

60～65歳

70～75歳

80歳以上

年齢無回答

メールやインターネットで悪質な書き込みや嫌がらせをさ

れること （4.2）

0.8

0.8

0.7

0.0

0.0

0.0

3.2

0.0

0.0

0.0

1.8

0.0

0.8

1.2

1.0

0.0

0 50 100

その他 （0.0）

5.5

4.6

5.0

0.0

0.0

0.0

15.4

0.0

4.8

0.0

3.6

0.0

3.3

7.5

8.3

16.7

0 50 100

特にない （1.5）

5.4

8.0

10.6

0.0

11.1

0.0

5.7

0.0

4.8

2.7

1.8

6.5

8.3

12.1

16.7

10.0

0 50 100

全体

男性

女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～15歳

20～25歳

30～35歳

40～45歳

50～55歳

60～65歳

70～75歳

80歳以上

年齢無回答

わからない
（5.8）
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図１１－２　犯罪被害者に関する人権上の問題点（職業別）

44.0

41.2

0.0

48.5

45.5

100.0

41.3

66.7

33.3

51.6

56.5

71.4

35.2

27.8

0 50 100

全体

農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

犯罪行為によって精神的なショックを受けること

20.5

15.1

0.0

24.2

20.0

33.3

15.2

42.5

0.0

26.6

17.4

14.3

20.3

11.1

0 50 100

犯罪行為によって経済的負担を受けること

32.6

41.2

0.0

27.3

31.6

33.3

37.0

33.3

33.3

35.5

37.0

42.5

28.0

27.8

0 50 100

事件のことに関して、周囲にうわさ話をされること

21.0

10.3

0.0

27.3

21.1

33.3

34.8

5.5

66.7

32.8

17.4

28.6

17.6

15.4

0 50 100

全体

農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

警察に相談しても、期待どおりの結果が得られないこと

5.6

7.4

0.0

18.2

10.5

0.0

6.5

15.0

0.0

14.1

10.5

0.0

8.8

0.0

0 50 100

捜査や刑事裁判において、精神的負担を受けるこ

と

13.1

10.3

0.0

27.3

22.1

0.0

4.3

33.3

0.0

14.1

13.0

14.3

8.2

5.6

0 50 100

刑事裁判手続きに、必ずしも被害者の声が十分反

映されるわけではないこと

42.5

41.2

0.0

35.4

45.3
100.0

50.0

42.5

33.3

40.6

52.2

57.1

38.5

36.1

0 50 100

全体

農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

報道によってプライバシーに関することが公表されたり、取

材によって私生活の平穏が保てなくなること

14.2

7.4

0.0

6.1

16.8

0.0

17.4

4.8

0.0

17.2

10.5

14.3

17.6

13.5

0 50 100

職場・同僚・学校関係者などの十分な理解が得ら

れないこと

5.3

8.8

0.0

5.1

3.2

0.0

6.5

0.0

0.0

7.8

0.0

0.0

6.0

2.8

0 50 100

捜査機関からの犯罪に関する情報提供がなされ

ないこと
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●職業別にみると、大半の職業において「犯罪行為によって、精神的なショックを受けること」
、「報道によってプライバシーに関することが公表されたり、取材によって私生活の平穏が保
てなくなること」の回答割合が高くなっている。
●「犯罪行為によって、経済的負担を受けること」では、その他の公務員（42.9％）の回答割
合が他の職業と比べ高くなっている。

全体　　　　　　　  （N=604）
農林業者　　　　　　（N=68）
漁業者　　　　　  　（N=0）
経営者、自営業者　　（N=33）
企業等勤め人　　  　（N=95）
学校の教職員　　　  （N=3）
医療等の関係者　　　（N=46）
その他の公務員　 　 （N=21）
他の専門職・自由業　（N=3）
臨時職・パート　　　（N=64）
主婦(夫)　　　 　　 （N=46）
学生　　　　　　　  （N=7）
その他　　　　　　　（N=182）
職業無回答　　　　  （N=36）

10.5

5.5

0.0

18.2

11.6

0.0

21.7

14.3

33.3

5.4

13.0

0.0

10.4

0.0

0 50 100

全体

農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

メールやインターネットで悪質な書き込みや嫌がらせをさ

れること

0.8

1.5

0.0

3.0

1.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

2.8

0 50 100

その他

5.5

5.5

0.0

0.0

2.1

0.0

2.2

0.0

0.0

1.6

6.5

0.0

8.2

15.4

0 50 100

特にない

5.4

11.8

0.0

3.0

7.4

0.0

0.0

0.0

0.0

10.5

6.5

0.0

14.3

13.5

0 50 100

全体

農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

わからない
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（８）プライバシーの保護に関する人権上の問題点

図１２－１　プライバシーの保護に関する人権上の問題点（性･年齢別）
( )は、Ｈ20前回調査

　問１２　あなたは、プライバシーの保護に関することがらで、問題があると思われるのは
　　　　どのようなことですか。（✓は３つまで）

60.6

64.0

55.1

0.0
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用・横流し・流出すること （68.7）

53.6

51.3

57.8

0.0

44.4

0.0

35.5

0.0

52.4

62.2

53.6

62.3

56.2

52.1

50.0

33.3

0 50 100

知らない企業や団体からダイレクトメールや訪問、

電話による勧誘を受けること
（64.5）

42.2

46.4

35.6

0.0

44.4

0.0

32.3

0.0

52.4

48.6

51.8

42.5

57.0

37.0

25.0

33.3

0 50 100

インターネットを介して大量の個人情報が流出する

事件が多発していること （37.7）

12.4

14.6

11.6

0.0

11.1

0.0

3.2

0.0

14.3

16.2

23.2

16.5

14.5

6.7

10.4

3.3

0 50 100

全体

男性

女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～15歳

20～25歳

30～35歳

40～45歳

50～55歳

60～65歳

70～75歳

80歳以上

年齢無回答

インターネットの掲示板への書き込みや電子メールの書き

込み （6.8）

20.7

21.1

21.5

0.0

11.1

0.0

12.5

100.0

15.0

24.3

15.6

11.7

17.4

27.3

21.5

13.3

0 50 100

自分や家族のことについて、他人に言いふらされ

ること （20.4）

4.3

3.8

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.8

0.0

5.4

5.2

1.7

7.3

4.2

0.0

0 50 100

就職や結婚などの際に企業や調査機関等から調

査されること （8.7）

4.5

4.6

4.0

0.0

22.2

0.0

3.2
100.0

0.0

5.4

3.6

5.2

5.8

3.6

4.2

3.3

0 50 100

全体

男性

女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～15歳

20～25歳

30～35歳

40～45歳

50～55歳

60～65歳

70～75歳

80歳以上

年齢無回答
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プライバシーの保護に関する人権上の問題点について
●「個人情報の不正な取扱いや信用情報、顧客データー等を盗用・
横流し・流出（紛失）すること」（60.6％）の回答割合が最も高い。
次いで、「知らない企業や団体からダイレクトメールが届いたり、訪
問や電話による勧誘を受けること」（53.6％）が高くなっている。
●年齢別にみると、80歳以上は「知らない企業や団体からダイレクト
メールが届いたり、訪問や電話による勧誘を受けること」（50.0％）
の回答割合が最も高い。
●「インターネットを介して大量の個人情報が流出する事件が多発
していること」は、20～29歳（52.4％）、40～49歳（51.8％）、60～
69歳（57.0％）で５割を超えている。
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40～49歳　（N=56）
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年齢無回答（N＝30）
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図１２－２　プライバシーの保護に関する人権上の問題点（職業別）
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●職業別にみると、臨時職・パートと主婦（夫）を除く大半の職業
で「個人情報の不正な取扱いや信用情報、顧客データー等を盗用・
横流し・流出（紛失）すること」の回答割合が最も高くなっている。
●臨時職・パートと主婦（夫）では、「知らない企業や団体からダイ
レクトメールが届いたり、訪問や電話による勧誘を受けること」の
回答割合が最も高い。
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医療等の関係者　　  （N=46）
その他の公務員　　　（N=21）
他の専門職・自由業  （N=3）
臨時職・パート　　  （N=64）
主婦(夫)　　　 　　 （N=46）
学生　　　　　　　  （N=7）
その他　　　　　　　（N=182）
職業無回答　　　　  （N=36）
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（９）インフォームド･コンセントに関する医療機関の対応

図１３－１　インフォームド･コンセントに関する医療機関の対応（性・年齢別）
( )は、Ｈ20前回調査

インフォームド・コンセントに関する医療機関の対応について
●「本人又は家族に対して十分な説明を受けた」（52.0％）の回答割合が最も高く、前回同様
５割を超えている。
●「本人又は家族への説明がやや不十分であった」（14.1％）、「本人又は家族への説明に対
して不満を感じた」（4.1％）、「特に説明を受けたことはない」（7.8％）を合わせた割合は
26.0％となっている。　

　問１３　「インフォームド・コンセント」（治療の目的や内容を納得できるように患者に
　　　　説明し、了承を得て治療をすること。）が患者の権利として重視されていますが、
　　　　あなたがこれまでに受けた医療機関の対応は、次のうちどれに近いですか。
　　　　（✓は１つ）
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図１３－２　インフォームド･コンセントに関する医療機関の対応（職業別）

●職業別にみると、いずれの職業とも「本人又は家族に対して十分な説明を受けた」の回答割
合が最も高い。
●「本人又は家族への説明がやや不十分であった」については、経営者、自営業者（24.2％）
の回答割合が他の職業に比べ高くなっている。
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（１０）性的マイノリティ（性的少数者）に関する人権上の問題点　　　【新規】

図１４－１　性的マイノリティ（性的少数者）に関する人権上の問題点（性･年齢別）

　問１４　あなたは、性的マイノリティ（性的少数者）に関することがらで、問題があると
　　　　思われるのはどのようなことですか。（✓は３つまで）
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性的マイノリティ（性的少数者）に関する人権上の問題点について
●「性的マイノリティ（性的少数者）について人々の理解が不足していること」（49.0％）、
「差別的な言動をされること」（32.0％）、「職場、学校等で嫌がらせやいじめを受けること」
（24.3％）の順で高くなっている。
●年齢別にみると、18～19歳を除いて「性的マイノリティ（性的少数者）について人々の理解
が不足していること」の回答割合が最も高くなっている。50～59歳（68.8％）の回答割合は他
の年齢に比べ高くなっている。
●「差別的な言動をされること」では、30～39歳（51.4％）の回答割合が他の年齢に比べ高く
なっている。
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どちらでもない（N=0）
答えたくない（N=9）
その他（N=0）
性別無回答（N=31）
18～19歳　（N＝1）
20～29歳　（N=21）
30～39歳　（N=37）
40～49歳　（N=56）
50～59歳　（N=77）
60～69歳　（N=121）
70～79歳　（N=165）
80歳以上　（N＝96）
年齢無回答（N＝30）

13.1

14.2

11.6

0.0

11.1

0.0

15.4

0.0

14.3

16.2

17.5

7.8

13.2

12.1

12.5

20.0

0 50 100

全体

男性

女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～15歳

20～25歳

30～35歳

40～45歳

50～55歳

60～65歳

70～75歳

80歳以上

年齢無回答

じろじろ見られたり、避けられたいりすること

11.6

11.5

5.5

0.0

44.4

0.0

16.1

100.0

4.8

16.2

21.4

14.3

11.6

5.1

5.2

16.7

0 50 100

メールやインターネットで悪質な書き込みや嫌がら

せをされること

1.8

2.3

1.3

0.0

0.0

0.0

3.2

0.0

4.8

5.4

0.0

2.6

0.8

1.8

1.0

3.3

0 50 100

その他

12.5

10.7

14.2

0.0

0.0

0.0

22.6

0.0

5.5

10.8

8.5

5.1

6.6

15.4

14.6

20.0

0 50 100

全体

男性

女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～15歳

20～25歳

30～35歳

40～45歳

50～55歳

60～65歳

70～75歳

80歳以上

年齢無回答

特にない

18.7

20.3

17.5

0.0

33.3

0.0

12.5

0.0

0.0

5.4

12.5

6.5

15.8

23.0

34.4

13.3

0 50 100

わからない
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図１４－２　性的マイノリティ（性的少数者）に関する人権上の問題点（職業別）

45.0

47.1

0.0

51.5

56.8

100.0

60.5

61.5

100.0

64.1

63.0

57.1

35.2

22.2

0 50 100

全体

農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

性的マイノリティについて人々の理解が不足して

いること

24.3

13.2

0.0

33.3

30.5

0.0

23.5

33.3

33.3

26.6

34.8

14.3

23.6

5.6

0 50 100

職場、学校等で嫌がらせやいじめを受ける

こと

15.5

17.6

0.0

21.2

14.7

0.0

28.3

15.0

0.0

23.4

30.4

28.6

18.7

13.5

0 50 100

就職、職場で不利な扱いを受けること

32.0

26.5

0.0

27.3

30.5
100.0

34.8

47.6

66.7

43.8

34.8

28.6

25.1

15.4

0 50 100

全体

農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

差別的な言動をされること

4.3

4.4

0.0

6.1

4.2

0.0

4.3

5.5

0.0

4.7

2.2

14.3

3.3

5.6

0 50 100

アパート等の入居を拒否されること

5.5

2.5

0.0

12.1

4.2

0.0

6.5

4.8

0.0

4.7

4.3

28.6

5.5

5.6

0 50 100

宿泊施設、店舗等への入店や施設利用を拒否さ

れること

13.1

16.2

0.0

5.1

15.8

0.0

10.5

4.8

33.3

15.6

10.5

14.3

11.5

16.7

0 50 100

全体

農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

じろじろ見られたり、避けられたいりすること

11.6

7.4

0.0

5.1

14.7

33.3

15.2

15.0

33.3

15.6

8.7

14.3

8.2

13.5

0 50 100

メールやインターネットで悪質な書き込みや嫌がら

せをされること

1.8

1.5

0.0

3.0

3.2

0.0

6.5

0.0

0.0

1.6

0.0

0.0

0.5

2.8

0 50 100

その他
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●職業別にみると、いずれの職業とも「性的マイノリティ（性的少数者）について人々の理解
が不足していること」の回答割合が最も高くなっている。

全体　　　　　　　  （N=604）
農林業者　　　 　　 （N=68）
漁業者　　　　　  　（N=0）
経営者、自営業者　  （N=33）
企業等勤め人　　 　 （N=95）
学校の教職員　　  　（N=3）
医療等の関係者　 　 （N=46）
その他の公務員　　  （N=21）
他の専門職・自由業　（N=3）
臨時職・パート　　  （N=64）
主婦(夫)　　　 　   （N=46）
学生　　　　　　　  （N=7）
その他　　　　　　　（N=182）
職業無回答　　　　  （N=36）

12.5

13.2

0.0

21.2

5.5

0.0

8.7

5.5

0.0

5.4

10.5

28.6

14.8

15.4

0 50 100

全体

農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

特にない

18.7

30.5

0.0

5.1

11.6

0.0

10.5

4.8

0.0

18.8

10.5

0.0

25.8

22.2

0 50 100

わからない
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（１１）同和問題に関する人権上の問題点と見聞

図１５－１　同和問題に関する人権上の問題点（性・年齢別）
( )は、Ｈ20前回調査

　
　

　問１５　あなたは、同和問題に関することがらで、問題があると思われるのはどのような
　　　ようなことですか。（✓は３つまで）

41.2

45.6

35.5

0.0

22.2

0.0

22.6

0.0

23.8

51.4

32.1

42.5

52.1

43.0

34.4

23.3

0 50 100

全体

男性

女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～15歳

20～25歳

30～35歳

40～45歳

50～55歳

60～65歳

70～75歳

80歳以上

年齢無回答

結婚問題で周囲の反対を受けること （34.3）

21.7

23.0

21.8

0.0

11.1

0.0

12.5

0.0

23.8

21.6

28.6

31.2

26.4

18.2

12.5

13.3

0 50 100

就職、職場で不利な扱いを受けること （6.4）

26.5

32.6

23.4

0.0

11.1

0.0

5.7

0.0

23.8

43.2

33.5

25.5

31.4

21.2

21.5

10.0

0 50 100

差別的な言動をされること
（18.1）

23.7

23.4

26.1

0.0

0.0

0.0

5.7

0.0

14.3

18.5

25.0

24.7

28.1

27.3

18.8

10.0

0 50 100

全体

男性

女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～15歳

20～25歳

30～35歳

40～45歳

50～55歳

60～65歳

70～75歳

80歳以上

年齢無回答

身元調査をされること

（－）

15.6

16.1

16.2

0.0

11.1

0.0

6.5

0.0

23.8

25.7

26.8

23.4

15.7

5.7

8.3

6.7

0 50 100

インターネットを利用して差別的な情報（地名・土

地などに関するもの）が掲載されること
（1.5）

4.1

3.8

4.3

0.0

11.1

0.0

3.2

0.0

4.8

5.4

5.4

5.2

3.3

4.2

3.1

3.3

0 50 100

差別的な落書きをされること

（－）
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同和問題に関する人権上の問題点について
●「結婚問題で周囲の反対を受けること」（34.3％→41.2％）の回答割合が最も高く、次いで
「差別的な言動をされること」（18.1％→26.5％）が高くなっている。
●前回調査で最も高かった「偏見が残っていること」（59.6％）の選択肢がなくなったことや
選択数が「２つまで→３つまで」になったことにより、ほとんどの選択肢で回答割合が上昇し
ている。
●新たな選択肢である「身元調査をされること」（23.7％）については、３番目に回答割合が
高くなっている。
●年齢別にみると、40～49歳を除く全ての年齢で「結婚問題で周囲の反対を受けること」の
回答割合が最も高くなっている。
●40～49歳は、「差別的な言動をされること」の回答割合が最も高い。

全体（N=604）
男性（N=261）
女性（N=303）
どちらでもない（N=0）
答えたくない（N=9）
その他（N=0）
性別無回答（N=31）
18～19歳　（N＝1）
20～29歳　（N=21）
30～39歳　（N=37）
40～49歳　（N=56）
50～59歳　（N=77）
60～69歳　（N=121）
70～79歳　（N=165）
80歳以上　（N＝96）
年齢無回答（N＝30）

8.6

11.5

6.3

0.0

22.2

0.0

0.0

0.0

5.5

5.4

10.7

16.5

12.4

5.5

5.2

0.0

0 50 100

全体

男性

女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～15歳

20～25歳

30～35歳

40～45歳

50～55歳

60～65歳

70～75歳

80歳以上

年齢無回答

えせ同和行為（同和問題を口実に企業等に不当な要求を

する行為）がされること （11.6）

14.2

14.2

15.5

0.0

11.1

0.0

3.2

0.0

5.5

13.5

10.7

22.1

11.6

18.8

10.4

3.3

0 50 100

住宅の購入や引っ越しをする場合に、そこが同和

地区かどうか調べたり、避けたりすること （－）

1.0

0.8

1.0

0.0

0.0

0.0

3.2

0.0

0.0

0.0

0.0

2.6

1.7

0.6

1.0

0.0

0 50 100

その他 （1.5）

12.4

14.2

10.2

0.0

11.1

0.0

15.4

0.0

5.5

10.8

10.7

6.5

14.0

13.3

14.6

16.7

0 50 100

全体

男性

女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～15歳

20～25歳

30～35歳

40～45歳

50～55歳

60～65歳

70～75歳

80歳以上

年齢無回答

特にない
（10.2）

12.4

11.5

13.2

0.0

11.1

0.0

12.5

100.0

38.1

13.5

14.3

7.8

10.7

10.3

13.5

13.3

0 50 100

わからない （12.1）
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図１５－２　同和問題に関する人権上の問題点（職業別）

41.2

54.4

0.0
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36.8

66.7

45.7

57.1

100.0

35.1

52.2

28.6

34.6

22.2

0 50 100

全体

農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

結婚問題で周囲の反対を受けること

21.7

15.1

0.0

15.2

23.2

66.7

32.6

33.3

66.7

20.3

28.3

14.3

18.7

11.1

0 50 100

就職、職場で不利な扱いを受けること

26.5

23.5

0.0

30.3

37.5

0.0

26.1

47.6

0.0

23.4

32.6

28.6

23.1

5.6

0 50 100

差別的な言動をされること

23.7

26.5

0.0

24.2

17.5

33.3

34.8

28.6

66.7

23.4

35.1

14.3

20.3

11.1

0 50 100

全体

農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

身元調査をされること

15.6

11.8

0.0

18.2

24.2

33.3

17.4

15.0

33.3

21.5

13.0

14.3

11.0

5.6

0 50 100

インターネットを利用して差別的な情報（地名・土

地などに関するもの）が掲載されること

4.1

1.5

0.0

3.0

5.3

0.0

4.3

0.0

0.0

0.0

10.5

0.0

5.5

2.8

0 50 100

差別的な落書きをされること

8.6

10.3

0.0

12.1

11.6

0.0

15.2

23.8

0.0

4.7

0.0

0.0

7.7

2.8

0 50 100

全体

農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

えせ同和行為（同和問題を口実に企業等に不当な要求を

する行為）がされること

14.2

8.8

0.0

30.3

12.6

66.7

17.4

14.3

33.3

17.2

13.0

0.0

13.7

5.6

0 50 100

住宅の購入や引っ越しをする場合に、そこが同和

地区かどうか調べたり、避けたりすること

1.0

0.0

0.0

3.0

1.1

0.0

4.3

0.0

0.0

1.6

0.0

0.0

0.0

2.8

0 50 100

その他
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●職業別にみると、企業等勤め人を除く全ての職業で「結婚問題で周囲の反対を受けること」
の回答割合が最も高くなっている。
●企業等勤め人は、「差別的な言動をされること」の回答割合が最も高い。
●臨時職・パートでは、「わからない」の回答割合が18.8％となっている。

　

全体　　　　　　　  （N=604）
農林業者　　　 　　 （N=68）
漁業者　　　　　  　（N=0）
経営者、自営業者　  （N=33）
企業等勤め人　　 　 （N=95）
学校の教職員　　  　（N=3）
医療等の関係者　 　 （N=46）
その他の公務員　　  （N=21）
他の専門職・自由業　（N=3）
臨時職・パート　　  （N=64）
主婦(夫)　　　 　   （N=46）
学生　　　　　　　  （N=7）
その他　　　　　　　（N=182）
職業無回答　　　　  （N=36）

12.4

22.1

0.0

12.1

10.5

0.0

6.5

5.5

0.0

10.5

6.5

28.6

13.2

13.5

0 50 100

全体

農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

特にない

12.4

10.3

0.0

6.1

15.8

0.0

8.7

4.8

0.0

18.8

6.5

28.6

12.6

16.7

0 50 100

わからない
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同和問題に関する人権上の問題点と見聞の比較

同和問題に関する人権上の問題について「見聞きした経験」
●「結婚問題で周囲の反対を受けること」（22.4％）が最も高く、次いで、「身元調査をされ
ること」（11.4％）、「住宅の購入や引っ越しをする場合に、そこが同和地区かどうか調べた
り、避けたりすること」（11.3％）の順となっている。
●実際に見聞きした「見聞」と「問題点」を比較すると、具体的な事象を表す選択肢の回答割
合については、すべて「見聞」が「問題点」を大きく下回っている。
●「特にない」については、「見聞」（31.3％）が「問題点」（12.4％）を大きく上回ってい
る。

図１５－３　同和問題に関する人権上の問題を見聞きした経験（性・年齢別）

　問１５　また、あなたが、過去５年間に、実際に見聞きしたものがありますか。
　　　（✓は３つまで）

41.2

21.7

26.5

23.7

15.6
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8.6

14.2

1.0

12.4
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22.4

3.8

10.5

11.4

3.6

1.5
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0.5
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結婚問題で周囲の反対を受けること

就職、職場で不利な扱いを受けること

差別的な言動をされること

身元調査をされること

インターネットを利用して差別的な情報が掲載されること

差別的な落書きをされること

えせ同和行為がされること

住宅の購入や引っ越しをする場合に、そこが同和地区かどうか調べたり、避けたり

すること

その他

特にない

わからない

無回答

問題点 見聞
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22.6

22.1

0.0

22.2
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●年齢別にみると、18～19歳を除くすべての年齢で「結婚問題で周囲の反対を受けること」の
回答割合が最も高くなっている。
●「わからない」では20～29歳（28.6％）、40～49歳（25.0％）の回答割合が他の年齢に比べ
高くなっている。
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図１５－４　同和問題に関する人権上の問題を見聞きした経験（職業別）
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●職業別にみると、「結婚問題で周囲の反対を受けること」では農林業者（33.8％）、医療等
の関係者（23.9％）、主婦（夫）（37.0％）の回答割合が高くなっている。
●「住宅の購入や引っ越しをする場合に、そこが同和地区かどうか調べたり、避けたりするこ
と」では、経営者、自営業者（21.2％）、主婦（夫）（21.7％）の回答割合が高くなっている。
●「特にない」では、企業等勤め人が41.1％、学生が件数が少ないものの57.1％となっている。
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医療等の関係者　　  （N=46）
その他の公務員　　　（N=21）
他の専門職・自由業  （N=3）
臨時職・パート　　  （N=64）
主婦(夫)　　　 　　 （N=46）
学生　　　　　　 　 （N=7）
その他　　　　　　　（N=182）
職業無回答　　　　  （N=36）
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（１２）外国人に関する人権上の問題点と見聞

図１６ー１　外国人に関する人権上の問題点（性･年齢別）
( )は、Ｈ20前回調査

　問１６　あなたは、外国人に関することがらで、問題があると思われるのはどのような
　　　　ことですか。（✓は３つまで）
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外国人に関する人権上の問題点について
●「言葉が異なるため、保健・医療・福祉、防災、教育などの日常生活に必要な情報が得にく
いこと」（39.9％）の回答割合が最も高く、次いで、「言葉や習慣などが違うので、社会に受
け入れられにくいこと（嫌がらせを受けること）」（34.6％）の順に高くなっている。
●年齢別にみると、18～19歳を除く全ての年齢で「言葉や習慣などが違うので、社会に受け入
れられにくいこと（嫌がらせを受けること）」、「言葉が異なるため、保健・医療・福祉、防
災、教育などの日常生活に必要な情報が得にくいこと」の２つの回答割合が高い。
●新たな選択肢である「ヘイトスピーチ（特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動）を
伴うデモ等が行われること」（9.9％）は６番目の問題点となっている。
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図１６－２　外国人に関する人権上の問題点（職業別）
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●職業別にみると、大半の職業で「言葉や習慣などが違うので、社会に受け入れられにくいこ
と（嫌がらせを受けること）」、「言葉が異なるため、保健・医療・福祉、防災、教育などの
日常生活に必要な情報が得にくいこと」の２つの回答割合が高くなっている。

全体　　　　　　　  （N=604）
農林業者　　　　　  （N=68）
漁業者　　　　　 　 （N=0）
経営者、自営業者　  （N=33）
企業等勤め人　　　  （N=95）
学校の教職員　　 　 （N=3）
医療等の関係者　　  （N=46）
その他の公務員　　  （N=21）
他の専門職・自由業  （N=3）
臨時職・パート　　  （N=64）
主婦(夫)　　　 　　 （N=46）
学生　　　　　　　  （N=7）
その他　　　　　　  （N=182）
職業無回答　　　　  （N=36）
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他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

ヘイトスピーチを伴うデモ等が行われること

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0
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4.3

0.0
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0.0

0 50 100

その他

13.7

25.0

0.0
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5.5

0.0

8.7

5.5

0.0

10.5

13.0

28.6

15.4

11.1

0 50 100

特にない

12.1

10.3

0.0

0.0

10.5

0.0

4.3
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0.0

23.4
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0.0

17.0
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農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

わからない

80



外国人に関する人権上の問題点と見聞の比較

外国人に関する人権上の問題について「見聞きした経験」
●「言葉が異なるため、保健・医療・福祉、防災、教育などの日常生活に必要な情報が得にく
いこと」（11.9％）が最も高く、次いで、「言葉や習慣などが違うので、社会に受け入れられ
にくいこと（嫌がらせを受けること）」7.9％、「病院や公共施設等に外国語による表示が少
ないこと」（7.6％）の順となっている。
●「見聞」と「問題点」を比較すると、具体的な事象を表す選択肢の回答割合については、
「じろじろ見られたり、避けられたすること」を除き、「見聞」が「問題点」を大きく下回っ
ている。
●「特にない」については、「見聞」（32.5％）が「問題点」（13.7％）を大きく上回ってい
る。

　問１６　また、あなたが、過去５年間に、実際に見聞きしたものがありますか。
　　　（✓は３つまで）

34.6
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35.5
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5.5
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32.5 

16.2 

26.8 
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言葉や習慣などが違うので、社会に受け入れられにくいこと

住宅を容易に借りることができないこと

言葉が異なるため、保健・医療・福祉、防災、教育などの日常生活に必要な

情報が得にくいこと

結婚問題で周囲の反対を受けること

就職、職場で不利な扱いを受けること

選挙など、制度面での制約をうけること

病院や公共施設等に外国語による表示が少ないこと

じろじろ見られたり、避けられたりすること

メールやインターネットで悪質な書き込みや嫌がらせをされること

ヘイトスピーチを伴うデモ等が行われること
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無回答
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図１６－３　外国人に関する人権上の問題を見聞きした経験（性・年齢別）
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年齢無回答
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3.2
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0.0

16.2

5.4
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●年齢別にみると、大半の年齢で「言葉が異なるため、保健・医療・福祉、防災、教育などの
日常生活に必要な情報が得にくいこと」の回答割合が最も高くなっている。
●「特にない」は、70～79歳（40.0％）の回答割合が他の年齢に比べ高くなっている。

全体（N=604）
男性（N=261）
女性（N=303）
どちらでもない（N=0）
答えたくない（N=9）
その他（N=0）
性別無回答（N=31）
18～19歳　（N＝1）
20～29歳　（N=21）
30～39歳　（N=37）
40～49歳　（N=56）
50～59歳　（N=77）
60～69歳　（N=121）
70～79歳　（N=165）
80歳以上　（N＝96）
年齢無回答（N＝30）
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図１６－４　外国人に関する人権上の問題を見聞きした経験（職業別）
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●職業別にみると、経営者、自営業者は「住宅を容易に借りることができないこと」（24.2％）
、その他の公務員は「病院や公共施設等に外国語による表示が少ないこと」（33.3％）、医療
等の関係者は「じろじろ見られたり、避けられたりすること」（21.7％）の回答割合が他の職
業に比べ高くなっている。
●「特にない」は、農林業者（42.6％）、件数は少ないが学生（57.1％）の回答割合が高く
なっている。

全体　　　　　　　  （N=604）
農林業者　　　　　  （N=68）
漁業者　　　　　 　 （N=0）
経営者、自営業者　  （N=33）
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医療等の関係者　　  （N=46）
その他の公務員　　  （N=21）
他の専門職・自由業  （N=3）
臨時職・パート　　  （N=64）
主婦(夫)　　　 　　 （N=46）
学生　　　　　　　  （N=7）
その他　　　　　　  （N=182）
職業無回答　　　　  （N=36）
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（１３）感染症患者等に関する人権上の問題点と見聞

図１７－１　感染症患者等に関する人権上の問題点（性･年齢別）
( )は、Ｈ20前回調査

　問１７　あなたは、感染症患者等（新型コロナウイルス感染症、ＨＩＶ感染者・患者等）
　　　　に関することがらで、問題があると思われるのはどのようなことですか。
　　　　（✓は３つまで）

40.1

38.3

44.6

0.0

22.2

0.0

16.1
100.0

38.1

48.6

37.5

35.0

52.5

41.2

28.1

16.7

0 50 100

全体

男性

女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～15歳

20～25歳

30～35歳

40～45歳

50～55歳

60～65歳

70～75歳

80歳以上

年齢無回答

治療や入院を断られること （25.3）

11.8

14.5

5.5

0.0

0.0

0.0

6.5

0.0

4.8

18.5

15.6

5.1

18.2

5.1

6.3

6.7

0 50 100

治療による薬害の被害を被っていること
（26.4）

7.1

10.0

5.3

0.0

0.0

0.0

3.2

0.0

4.8

10.8

1.8

13.0

5.8

6.1

5.4

3.3

0 50 100

結婚問題で周囲の反対を受けること
（16.2）

15.0

15.2

20.5

0.0

11.1

0.0

6.5

0.0

28.6

35.1

25.0

20.8

26.4

15.2

7.3

6.7

0 50 100

全体

男性

女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～15歳

20～25歳

30～35歳

40～45歳

50～55歳

60～65歳

70～75歳

80歳以上

年齢無回答

就職、職場で不利な扱いを受けること
（23.3）

7.0

8.0

6.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.5

8.1

3.6

18.2

5.0

5.5

6.3

0.0

0 50 100

無断でエイズ検査をされること
（5.3）

28.6

30.3

28.7

0.0

44.4

0.0

5.7

0.0

28.6

51.4

35.7

36.4

32.2

26.1

15.6

10.0

0 50 100

差別的な言動をされること
（32.5）

86



感染症患者等の人権上の問題点について
●「治療や入院を断られること」（40.1％）の回答割合が最も高く、次い
で「差別的な言動をされること」（28.6％）、「就職、職場で不利な扱い
を受けること」（19.0％）の順となっている。
●年齢別にみると、「治療や入院を断られること」は60～69歳（52.9％）
で５割を超えており、他の年齢に比べ高くなっている。
●「就職、職場で不利な扱いを受けること」は30～39歳（35.1％）の回答
割合が他の年齢に比べ高くなっている。
●「差別的な言動をされること」では30～39歳（51.4％）の回答割合が他
の年齢に比べ高くなっている。

全体（N=604）
男性（N=261）
女性（N=303）
どちらでもない（N=0）
答えたくない（N=9）
その他（N=0）
性別無回答（N=31）
18～19歳　（N＝1）
20～29歳　（N=21）
30～39歳　（N=37）
40～49歳　（N=56）
50～59歳　（N=77）
60～69歳　（N=121）
70～79歳　（N=165）
80歳以上　（N＝96）
年齢無回答（N＝30）
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0.0

5.4

0.0
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40～45歳

50～55歳
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70～75歳
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アパート等の入居を拒否されること
（3.4）
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どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～15歳

20～25歳

30～35歳

40～45歳

50～55歳

60～65歳

70～75歳

80歳以上

年齢無回答

その他 （1.5）

15.6

18.8

12.5

0.0
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図１７－２　感染症患者等に関する人権上の問題点（職業別）
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●職業別にみると、大半の職業で「治療や入院を断られること」
の回答割合が最も高くなっている。
●「就職、職場で不利な扱いを受けること」は、医療等の関係者
（34.8％）の回答割合が他の職業に比べ高くなっている。

全体　　　　　　　  （N=604）
農林業者　　 　　　 （N=68）
漁業者　　　　　  　（N=0）
経営者、自営業者　  （N=33）
企業等勤め人　　  　（N=95）
学校の教職員　　  　（N=3）
医療等の関係者　 　 （N=46）
その他の公務員　　  （N=21）
他の専門職・自由業　（N=3）
臨時職・パート　　  （N=64）
主婦(夫)　　　 　　 （N=46）
学生　　　　　　    （N=7）
その他　　　　　　　（N=182）
職業無回答　　　 　 （N=36）
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感染症患者等に関する人権上の問題点と見聞の比較

感染症患者等に関する人権上の問題について「見聞きした経験」
●「見聞」について、具体的な事象を表す選択肢の回答割合は、各々数パーセントにとどまっ
ているが、「治療や入院を断られること」（12.6％）は他の選択肢に比べ回答割合が高くなっ
ている。
●「特にない」（36.6％）は、「見聞」の回答割合が「問題点」の回答割合を大きく上回って
いる。

図１７－３　感染症患者等に関する人権上の問題を見聞きした経験（性・年齢別）

　問１７　また、あなたが、過去５年間に、実際に見聞きしたものがありますか。
　　　（✓は３つまで）
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●「治療や入院を断られること」は、30～39歳（18.9％）の回答割合が
最も高くなっている。
●「就職、職場で不利な扱いを受けること」は、件数は少ないが
20～29歳（14.3％）の回答割合が他の年齢に比べ高くなっている。
●「特にない」は、70～79歳（45.5％）の回答割合が他の年齢に比べ
高くなっている。

全体（N=604）
男性（N=261）
女性（N=303）
どちらでもない（N=0）
答えたくない（N=9）
その他（N=0）
性別無回答（N=31）
18～19歳　（N＝1）
20～29歳　（N=21）
30～39歳　（N=37）
40～49歳　（N=56）
50～59歳　（N=77）
60～69歳　（N=121）
70～79歳　（N=165）
80歳以上　（N＝96）
年齢無回答（N＝30）
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図１７－４　感染症患者等に関する人権上の問題を見聞きした経験（職業別）
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●医療等の関係者は、「治療や入院を断られること」（32.6％）、
「差別的な言動をされること」（23.9％）の回答割合が他の職業
に比べ高くなっている。
●「特にない」は、農林業者（42.6％）、その他の公務員（47.6％）、
学生（42.9％）の回答割合が他の職業に比べ高くなっている。
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（１４）ハンセン病問題に関する人権上の問題点と見聞

図１８－１　ハンセン病問題に関する人権上の問題点（性･年齢別）
( )は、Ｈ20前回調査

　問１８　あなたは、ハンセン病問題（ハンセン病患者・元患者とその家族）に関するこ
　　　　とがらで、問題があると思われるのはどのようなことですか。（✓は２つまで）
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ハンセン病問題に関する人権上の問題点について
●「ハンセン病療養所の外で自立した生活を営むことが困難なこと」
（23.0％）の回答割合が最も高く、次いで、「差別的な言動をされる
こと」（22.7％）、「ふるさとへの帰郷の問題等地域社会での理解が
十分でないこと」（11.9％）の順となっている。
●年齢別にみると、大半の年齢において「ハンセン病療養所の外で自
立した生活を営むことが困難なこと」又は「差別的な言動をされるこ
と」の回答割合が最も高くなっている。
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年齢無回答（N＝30）
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図１８－２ハンセン病問題に関する人権上の問題点（職業別）
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●職業別にみると、大半の職業において「ハンセン病療養所の外
で自立した生活を営むことが困難なこと」又は「差別的な言動を
されること」の回答割合が最も高くなっている。

全体　　　　　　　  （N=604）
農林業者　　　 　　 （N=68）
漁業者　　　　　 　 （N=0）
経営者、自営業者　  （N=33）
企業等勤め人　　　  （N=95）
学校の教職員　　 　 （N=3）
医療等の関係者　　  （N=46）
その他の公務員　　  （N=21）
他の専門職・自由業  （N=3）
臨時職・パート　　　（N=64）
主婦(夫)　　　 　　 （N=46）
学生　　　　　　    （N=7）
その他　　　　　　　（N=182）
職業無回答　　　　  （N=36）
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ハンセン病問題に関する人権上の問題点と見聞の比較

ハンセン病問題に関する人権上の問題について「見聞きした経験」
●「見聞」について、具体的事象を表す選択肢の回答割合は、各々数パーセントにとどまって
いる。
●「特にない」（33.9％）の回答割合は３割強、「わからない」（23.0％）の回答割合は２割
強となっている。

図１８－３　ハンセン病問題に関する人権上の問題を見聞きした経験（性・年齢別）

　問１８　また、あなたが、過去５年間に、実際に見聞きしたものがありますか。
　　　（✓は２つまで）
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●年齢別にみると、大半の年齢において「ハンセン療養所の外で自
立した生活を営むことが困難なこと」又は「差別的な言動をされる
こと」の回答割合が最も高くなっている。
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図１８－４　ハンセン病問題に関する人権上の問題を見聞きした経験（職業別）
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●職業別にみると、大半の職業で「ハンセン病療養所の外で自立
した生活を営むことが困難なこと」又は、「差別的な言動をされ
ること」の回答割合が最も高くなっている。 全体　　　　　　　  （N=604）

農林業者　　　　　  （N=68）
漁業者　　　　　 　 （N=0）
経営者、自営業者 　 （N=33）
企業等勤め人　　　　（N=95）
学校の教職員　　  　（N=3）
医療等の関係者　　  （N=46）
その他の公務員　　  （N=21）
他の専門職・自由業  （N=3）
臨時職・パート　 　 （N=64）
主婦(夫)　　　 　   （N=46）
学生　　　　　　 　 （N=7）
その他　　　　　　　（N=182）
職業無回答　　　 　 （N=36）
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３　　人権教育・啓発の取組

（１）啓発活動への接触度

図１９－１　啓発活動への接触度（性･年齢別）
( )は、Ｈ20前回調査

　問１９　市では、人権に関する施策を総合的に推進していますが、あなたは、これまでに市
　　　や県が実施した次のような行事に参加したり、人権問題に関連した記事等を見たり読ん
　　　だりした経験がありますか。（✓はいくつでも）
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市の人権教育ふれあい講座や県の人権ふれあいフェス

ティバル等のイベント
（1221）

4322

4522

4329

020

1121

020

2920

020

925

3224

3527

4525

5524

4627

4026

3020

0 50 100

市や県の広報紙、パンフレット （3829）

1820

1621

2025

020

1121

020

1229

020

020

1028

721

1423

1920

2224

2721

1323

0 50 100

新聞
（2323）

1929

1625

2424

020

020

020

927

020

925

1325

1621

1822

2321

2122

2520

1020

0 50 100

全体

男性

女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

年齢無回答

テレビ・ラジオスポット
（2725）

426

520

426

020

020

020

322

020

020

821

524

625

626

326

221

323

0 50 100

街頭啓発活動 （624）

1721

1621

1928

020

020

020

322

10020

428

1622

1729

2221

1928

1720

1526

323

0 50 100

展示物（ポスターやバス車体広告、JR駅舎広告

等） （1528）
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啓発活動への接触度について
●「市や県の広報紙、パンフレット」（43.2％）の回答割合が最も高く、次いで「市の人権教
育ふれあい講座や県の人権ふれあいフェスティバル等のイベント」（21.5％）、「テレビ、ラ
ジオスポット」（19.9％）、「新聞」（18.0％）の順となっている。
●「市の人権教育ふれあい講座や県の人権ふれあいフェスティバル等のイベント」（12.1％→
21.5％）は、前回調査に比べて9.4ポイント上昇している。
●年齢別にみると、大半の年齢で「市や県の広報紙、パンフレット」の回答割合が最も高く
なっている。
●「新聞」、「テレビ・ラジオスポット」については、高年齢層ほど回答割合が高い傾向がみ
られる。

全体（N=604）
男性（N=261）
女性（N=303）
どちらでもない（N=0）
答えたくない（N=9）
その他（N=0）
性別無回答（N=31）
18～19歳　（N＝1）
20～29歳　（N=21）
30～39歳　（N=37）
40～49歳　（N=56）
50～59歳　（N=77）
60～69歳　（N=121）
70～79歳　（N=165）
80歳以上　（N＝96）
年齢無回答（N＝30）

824

1129

623

020

020

020

322

020

428

227

1027

728

1027

927

723

323

0 50 100

全体

男性

女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

年齢無回答

市や県のホームページ （328）

028

028

027

020

020

020

322

020

428

227

020

020

020

122

020

323

0 50 100

その他 （020）

2720

2722

2727

020

2222

020

1924

020

3821

2927

3527

3225

1928

2525

2721

2323

0 50 100

特にない （2722）

826

824

729

020

4424

020

625

020

1423

1325

1027

625

626

627

1225

627

0 50 100

全体

男性

女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

年齢無回答

わからない （1221）
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図１９－２　啓発活動への接触度（職業別）
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2023

1724

4229

1524

2520

0 50 100
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農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

市の人権教育ふれあい講座や県の人権ふれあいフェス

ティバル等のイベント

4322

5529

020

4525
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3323

4527
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020

5321

6029

020

3729

2728

0 50 100
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1820
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925
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1320

1920

020

1722

3226
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1529

1627

0 50 100

新聞

1929
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020

1522

1528

3323

2127

1920

3323

2626

2823

020

1428

1121

0 50 100

全体

農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

テレビ・ラジオスポット

426
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020

020

322

020

1029

1423

020

321

827

020

121

228

0 50 100

街頭啓発活動

1721
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1522

1427

6627
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2826

3323
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1926

1423

1221

526

0 50 100

展示物（ポスターやバス車体広告、JR駅舎広告

等）

824

1023

020

921

724

020

1029

2328

020

427

423

020

923

526

0 50 100

全体

農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

市や県のホームページ

028

020

020

621

121

020

222

020

020

020

020

1423

020

020

0 50 100

その他

2720

2026

020

2422

3628

020

2621
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2826
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0 50 100
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●職業別にみると、いずれの職業においても「市や県の広報紙、パンフレット」又は「市の人
権教育ふれあい講座や県の人権ふれあいフェスティバル等のイベント」の回答割合が最も高く
なっている。
●「市や県の広報紙、パンフレット」では、その他の公務員（61.9％）、主婦（夫）（60.9％）
の回答割合が他の職業に比べ高くなっている。

全体　　　　　　　  （N=604）
農林業者　　　　 　 （N=68）
漁業者　　　　 　　 （N=0）
経営者、自営業者　  （N=33）
企業等勤め人　　　　（N=95）
学校の教職員　　  　（N=3）
医療等の関係者　　  （N=46）
その他の公務員　　  （N=21）
他の専門職・自由業  （N=3）
臨時職・パート　　  （N=64）
主婦(夫)　　　 　　 （N=46）
学生　　　　　　　  （N=7）
その他　　　　　　　（N=182）
職業無回答　　　　  （N=36）

826

229

020

020

1126

020

625

020

020

1225

020

020

1327

823

0 50 100

全体

農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自…

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

わからない
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（２）講演会・研修会・学習会等への参加経験

図２０－１　講演会・研修会・学習会等への参加経験（性・年齢別）

講演会・研修会・学習会等への参加経験について
●「１～２回」は12.9％、「３回以上」は6.8％で、これらを合わせた「参加経験あり」は
19.7％。「参加したことはない」（75.0％）の回答割合は７割を超えている。
●参加経験を年齢別にみると、「参加したことはない」は、20～29歳（81.0％）、30～39歳
（86.5％）では８割を超えている。

　問２０　あなたは、市や県のほか、職場や民間団体等が実施した人権に関する講演会・
　　　研修会・学習会等に、過去５年間で何回参加されたことがありますか。

1535

件数

604

7520

7025

7929

8829

6123

8120

8625

7124

7729

7326

7425

7520

6627

1229

1527

1126

625

10020

1920

524

1926
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1527

1227

1024

323

628

922

526

821

829

921

921

428

723

523

426

320

1121

3223

123

127

729

723

3020

全体

男性

女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

年齢無回答

参加し

たこと

はない

１～２

回

３回以

上

無回答

件数

604

261

303

0

9

0

31

1

21

37

56

77

121

165

96

30

7520 

8021 

1229 

1123 

628 

325 

523 

521 

R4調査

R1県調査

参加したことはない 参加経験あり
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図２０－２　講演会・研修会・学習会等への参加経験（職業別）

●学校の教職員は件数が少ないものの、「３回以上」（100.0％）となっており、「１～２回」
と「３回以上」、これらを合わせた「参加経験あり」の回答割合が他の職業に比べ高くなって
いる。
●主婦（夫）は、「参加経験あり」が10.9％と他の職業に比べ低くなっている。

7520
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7528
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7621
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7921
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1229

2026

1522

925

1320

4229

3323

1828
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728

222

525
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2728
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農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

参加し

たこと

はない

１～２

回

３回以

上

無回答

件数

604

68         

0

33

95

3

46

21

3
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46

7
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（３）人権に関する取組の今後の条件整備

図２１－１　人権に関する取組の今後の条件整備（性･年齢別）
( )は、Ｈ20前回調査

　問２１　あなたは、今後、人権に関する取組として、どのような条件整備に力を入れてい
　　　　けばよいと思われますか。（✓は３つまで）
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2628

2428

020

1121

020
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020

1920

2927

1225

2324

2928

2525

2922
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0 50 100

全体

男性
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どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

年齢無回答

市民の人権尊重意識の高揚を図るための啓発活動を推

進する（イベントや講演会、映画会の開催など）
（2827）

2227

3023

1825

020
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020

020

020

3323

2927

2124

2826

2928

2026

1526

020

0 50 100

人権に配慮した行政の推進を図る（人権尊重の視

点からの業務の点検、見直し、適正な情報公開な

ど）

（3022）

1729

1824

1825

020

3323

020

322

020

1423

2423

1926

2929

2321

1227

1225

323

0 50 100

公的機関や企業などの職場での人権研修の充実

を図る （2028）

4022

4022

4229

020

5526

020

927
10020

5721

4322

5326

4525

3927

4422

2620

1020

0 50 100

全体

男性

女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

年齢無回答

学校における教育活動の中で、人権教育の充実

を図る
（4223）

1126

1324

1029

020

1121

020

322

10020

925

1829

721

728

929

1323

1526

323

0 50 100

公民館などの学習会場や機器の整備を行い、地

域社会における人権教育の充実を図る （1326）

1121

1027

1225

020

1121

020

020

10020

020

1829

1621

1526

1429

825

623

020

0 50 100

相談機関等の情報提供など、家庭における人権

教育への支援の充実を図る （1326）

625

926

423

020

020

020

322

020

428

1325

326

226

528

921

623

323

0 50 100

全体

男性

女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

年齢無回答

市民の自主的な人権学習会について、資料や文献、視聴

覚教材等の支援と広報宣伝活動の充実を図る （628）

3526

3421

4023

020

4424

020

020

020

3323

3224

4121

4924

3722

3720

3022

020

0 50 100

市民の利用しやすい相談・支援体制の充実を図る
（3026）

127

125

127

020

020

020

322

020

020

227

128

123

127

122

321

020

0 50 100

その他 （024）
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人権に関する取組の今後の条件整備について
●「学校における教育活動の中で、人権教育の充実を図る」（40.2％）の回答割合が最も高く
次いで、「市民の利用しやすい相談・支援体制の充実を図る」（35・6％）、「市民の人権尊重
意識の高揚を図るための啓発活動を推進する（イベントや講演会、映画会の開催など）」
（24.5％）、「人権に配慮した行政の推進を図る（人権尊重の視点からの業務の点検、見直し、
適正な情報公開など）」（22.7％）の順となっている。
●年齢別にみると、大半の年齢で「学校における教育活動の中で、人権教育の充実を図る」の
回答割合が最も高くなっている。
●「市民の利用しやすい相談・支援体制の充実を図る」では、50～59歳（49.4％）、40～49歳
（41.1％）の回答割合が他の年齢に比べ高くなっている。

全体（N=604）
男性（N=261）
女性（N=303）
どちらでもない（N=0）
答えたくない（N=9）
その他（N=0）
性別無回答（N=31）
18～19歳　（N＝1）
20～29歳　（N=21）
30～39歳　（N=37）
40～49歳　（N=56）
50～59歳　（N=77）
60～69歳　（N=121）
70～79歳　（N=165）
80歳以上　（N＝96）
年齢無回答（N＝30）
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020
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020
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524
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0 50 100

全体

男性
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どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

年齢無回答

特にない （725）

928

828

1126

020

020

020

322

020

428

524

829

522

929

1023

1727

323

0 50 100

わからない （1322）
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図２１－２　人権に関する取組の今後の条件整備（職業別）

2425

3523

020

2422

2523

3323

2621

1920

3323

1722

3428

1423

2326

823

0 50 100

全体

農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート
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その他

職業無回答

市民の人権尊重意識の高揚を図るための啓発活動を推

進する（イベントや講演会、映画会の開催など）
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1023

020

320

724

3323

625

428

020

623

222

1423

626

228

0 50 100

全体

農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

市民の自主的な人権学習会について、資料や文献、視聴

覚教材等の支援と広報宣伝活動の充実を図る

3526

2520

020

3624

4322

6627

3720

5224

020

4222

4728

1423

3522

228

0 50 100

市民の利用しやすい相談・支援体制の充実を図る

127

020

020

320

322

020

020

020

020

020

222

020

222

228

0 50 100

その他
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●職業別にみると、大半の職業で「学校における教育活動の中で、人権教育の充実を
図る」の回答割合が高くなっている。
●その他の公務員は、「公的機関や企業などの職場での人権研修の充実を図る」
（42.9％）、「学校における教育活動の中で、人権教育の充実を図る」（66.7％）、
「市民の利用しやすい相談・支援体制の充実を図る」（52.4％）の回答割合が他の
職業に比べ高くなっている。

　

全体　　　　　　　  （N=604）
農林業者　　 　　　 （N=68）
漁業者　　　　　 　 （N=0）
経営者、自営業者　  （N=33）
企業等勤め人　 　 　（N=95）
学校の教職員　　  　（N=3）
医療等の関係者　　  （N=46）
その他の公務員　 　 （N=21）
他の専門職・自由業  （N=3）
臨時職・パート　　  （N=64）
主婦(夫)　　　  　  （N=46）
学生　　　　　　 　 （N=7）
その他　　　　　　　（N=182）
職業無回答　　　　  （N=36）

821

1322

020

621

221

020

1320

428

020

623

827

020

1120

228

0 50 100

全体

農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

特にない

928

424

020

621

623

020

625

020

020

1421

423

020

1529

1329

0 50 100

わからない
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（４）今後、美祢市が取り組むべき人権課題

図２２－１　今後、美祢市が取り組むべき人権課題（性･年齢別）
( )は、Ｈ20前回調査

　問２２　あなたは、人権に関わる課題として、今後、市がどのような問題に力を入れて取
　　　り組んでいく必要があると思われますか。（✓はいくつでも）

2523

2824

2428

020

3323

020

322

020

4229

2720

2628

3727

3026

2020

1928

323

0 50 100

全体

男性

女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

年齢無回答

ストーカー等に関する問題
（2425）

3123

2921

3623

020

1121

020

625

020

3821

4826

3725

2826

3828

2729

2620

627

0 50 100

自己決定権(個人が自分の生き方などについて自

由に決定する権利）に関する問題
（2226）

1521

1523

1625

020

020

020

322

10020

2826

2720

1926

2324

1625

927

823

323

0 50 100

性的指向（人の恋愛・性愛がどういう対象に向かう

かを示す概念）に関する問題 （725）

3321

3620

3423

020

1121

020

322 10020

4726

3224

3221

3624

4123

3624

2028

323

0 50 100

全体

男性

女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

年齢無回答

フリーターなど非正規雇用に関する問題
（4429）

228

422

120

020

1121

020

625

020

020

227

326

226

323

320

221

323

0 50 100

その他 （226）

1322

1426

1325

020

1121

020

020

020

925

821

829

1024

823

1720

2420

323

0 50 100

特にない （624）
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今後、美祢市が取り組むべき人権課題について
●「フリーターなど非正規雇用に関する問題」（33.1％）の回答割合が最も高く、次いで、
「自己決定権（個人が自分の生き方などについて自由に決定する権利）に関する問題」
（31.3％）、「ストーカー等に関する問題」（25.3％）、「性的指向（人の恋愛・性愛がどう
いう対象に向かうかを示す概念）に関する問題」（15.1％）の順となっている。
●男性は「フリーターなど非正規雇用に関する問題」（36.0％）、女性は「自己決定権（個人
が自分の生き方などについて自由に決定する権利）に関する問題」（36.3％）の回答割合が
最も高くなっている。
●年齢別にみると、20～29歳は、「ストーカー等に関する問題」（42.9％）、「フリーターな
ど非正規雇用に関する問題」（47.6％）の回答割合が他の年齢に比べて高くなっている。
●30～39歳は、「自己決定権（個人が自分の生き方などについて自由に決定する権利）に関す
る問題」（48.6％）の回答割合が他の年齢に比べて高くなっている。

全体（N=604）
男性（N=261）
女性（N=303）
どちらでもない（N=0）
答えたくない（N=9）
その他（N=0）
性別無回答（N=31）
18～19歳　（N＝1）
20～29歳　（N=21）
30～39歳　（N=37）
40～49歳　（N=56）
50～59歳　（N=77）
60～69歳　（N=121）
70～79歳　（N=165）
80歳以上　（N＝96）
年齢無回答（N＝30）

2022

2125

2025

020

3323

020

322

020

925

1325

1621

1925

1822

2428

2821

323

0 50 100

全体

男性

女性

どちらでもない

答えたくない

その他

性別無回答

18～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

年齢無回答

わからない （1622）
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図２２－２　今後、美祢市が取り組むべき人権課題（職業別）

2523

2729

020

2723

3729

6627

2621

1920

6627

2927

2823

2826

1827

228

0 50 100

全体

農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

ストーカー等に関する問題

3123

3328

020

3924

2623

3323

5222

3323

3323

3228

3226

2826

3022

526

0 50 100

自己決定権(個人が自分の生き方などについて自

由に決定する権利）に関する問題

1521

1622

020

621

1729

3323

2329

2328

020

1828

1926

4229

1024

228

0 50 100

性的指向（人の恋愛・性愛がどういう対象に向かう

かを示す概念）に関する問題

3321

3523

020

3323

3226

6627

3720

2826

3323

4824

4527

5721

2725

526

0 50 100

全体

農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

フリーターなど非正規雇用に関する問題

228

020

020

320

221

020

423

925

020

126

020

020

328

526

0 50 100

その他

1322

1427

020

1221

1226

020

625

1920

020

728

1724

1423

1726

228

0 50 100

特にない
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●職業別にみると、大半の職業で「フリーターなど非正規雇用に関する問題」又は「自己
決定権（個人が自分の生き方などについて自由に決定する権利）に関する問題」のいずれかの
回答割合が高くなっている。
●「ストーカー等に関する問題」では、企業等の勤め人（37.9％）の回答割合が他の職業に比
べ高くなっている。件数は少ないが、学校の教職員（66.7％）、他の専門職・自由業（66.7％）
でも高くなっている。

全体　　　　　　　  （N=604）
農林業者　　　 　　 （N=68）
漁業者　　　　　 　 （N=0）
経営者、自営業者 　 （N=33）
企業等勤め人　　　　（N=95）
学校の教職員　　  　（N=3）
医療等の関係者　　  （N=46）
その他の公務員　　  （N=21）
他の専門職・自由業　（N=3）
臨時職・パート　　  （N=64）
主婦(夫)　　　 　   （N=46）
学生　　　　　　 　 （N=7）
その他　　　　　　　（N=182）
職業無回答　　　　  （N=36）

2022

2325

020

1221

2020

020

1724

1423

020

2023

625

1423

2820

1121

0 50 100

全体

農林業者

漁業者

経営者、自営業者

企業等勤め人

学校の教職員

医療等の関係者

その他の公務員

他の専門職・自由業

臨時職・パート

主婦（夫）

学生

その他

職業無回答

わからない
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第三章　他の設問との関係
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問２－２(１)　あなたが、山口県人権推進指針を知ったきっかけは何からですか。

山口県人権推進指針を知ったきっかけ【問2-2(1)×問2】

68.8 62.5 37.5 25.0 18.8 0.0

26.9 37.2 57.7 12.8 6.4 3.8

8.1 15.0 70.5 8.1 0.6 10.4

－ － － － － －

－ － － － － －

山口県人権推進指針を知ったきっかけについて
県指針の理解度（問2）別にみると、県指針の理解度が高い層ほど「研修会・講習会」や「人権に

関するイベント（市の人権教育ふれあい講座等）」の回答割合が高い。また、「研修会・講習会」で
は、「知っていて内容もよく理解している」が68.8％、「知っていて内容もある程度は理解している」
が26.9％となっている。

一方、県指針の理解度が低い層は、「市・県の広報紙」と答えた人が多くみられる。

問３　今の美祢市は、１０年前と比べて、人権が尊重された市になっていると思いますか。あ
なたの気持ちに一番近いものをお答えください。

美祢市における人権尊重意識の定着状況【問3×問2】

62.5 25.0 37.5 18.8 18.8 0.0 18.8 0.0 0.0

52.5 11.5 41.0 32.1 9.0 6.4 2.6 5.1 1.3

29.5 5.8 23.7 35.3 12.1 9.8 2.3 20.2 2.9

13.6 2.3 11.3 20.0 15.4 5.7 9.7 49.3 1.7

37.8 13.5 24.3 37.8 8.1 5.4 2.7 10.8 5.4

美祢市における人権尊重意識の定着状況について
県指針の理解度（問2）別にみると、県指針の理解度が高い層ほど「そう思う（計）」の回答割合が

高くなっている。「そう思う（計）」では「知っていて内容もよく理解している」が62.5％、「知って
いて内容もある程度は理解している」が52.5％となっている。

そ
う
は
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

6.5 31.6 2.2

そ
う
思
う

（
計

）

そ
う
は
思
わ
な
い

（
計

）

知っていて内容もある
程度は理解している

78

問
2
　
山
口
県
人
権
推
進
指

針
の
理
解
度

知っていて内容もよく
理解している

16

知っているが内容は
よく理解していない

173

無回答 37

知らない 300

10.5 3.4 7.9

27.0 13.3 6.8全体 604 26.0 5.8 20.2

単位：％

サ
ン
プ
ル
数

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

無
回
答サ

ン
プ
ル
数

研
修
会
・
講
習
会

人
権
に
関
す
る
イ
ベ
ン
ト

（
市
の
人
権
教
育
ふ
れ
あ

い
講
座
等

）

市
・
県
の
広
報
紙

市
・
県
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ

そ
の
他

問
2
　
山
口
県
人
権
推
進
指

針
の
理
解
度

知っていて内容もよく
理解している

知っていて内容もある
程度は理解している

知っているが内容は
よく理解していない

知らない

無回答

16

78

単位：％

全体 267 17.2 24.3

173

－

－

64.8
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問５　あなたは、以下の法律が施行されたことを知っていますか。

新たに施行された人権に関する法律の認知度【問5×問2】

87.5 81.3 50.0 81.3 68.8 37.5 50.0 6.3 0.0

73.1 83.3 55.1 57.7 55.1 37.2 62.8 3.8 2.6

53.8 67.6 42.2 46.8 45.7 23.1 45.7 8.7 5.8

33.3 50.0 26.7 26.7 25.0 19.0 29.0 31.3 3.0

48.6 70.3 16.2 29.7 29.7 21.6 32.4 16.2 10.8

新たに施行された人権に関する法律の認知度について
県指針の理解度（問2）別にみると、県指針について「知っていて内容もよく理解している」と回答

した人は、ほとんどの法律の回答割合が他層より高く、指針の理解度が高い層ほど各法律の認知率の
回答割合も高くなる傾向にある。

無回答 37

知らない 300

問
2
　
山
口
県
人
権
推
進
指

針
の
理
解
度

知っていて内容もよく
理解している

16

知っているが内容は
よく理解していない

173

単位：％

サ
ン
プ
ル
数

障
害
者
虐
待
防
止

法 い
じ
め
防
止
対
策
推
進

法 子
ど
も
の
貧
困
対

策
推
進
法

女
性
活
躍
推
進
法

障
害
者
差
別
解
消

法 ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ

解
消
法

部
落
差
別
解
消
推

進
法

知っていて内容もある
程度は理解している

78

全体 604 46.7 61.4 34.8

ど
れ
も
知
ら
な
い

無
回
答

38.9 19.7 4.138.1 36.3 23.2
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問６　あなたは、女性に関することがらで、問題があると思われるのはどのようなことですか。

女性に関する人権上の問題点【問6×問5】

46.5 37.0 18.3 34.3 19.6 25.7 8.7 16.5 1.3 6.1 2.2 11.3

4.9 6.2 -3.2 7.6 3.4 7.5 -1.1 0.8 0.6 -5.2 -5.9 2.2

女性に関する人権上の問題点について
　人権に関する法律の認知度（問5）別にみると、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の
認知者の回答率は、「職場におけるセクシャル・ハラスメント」が7.6ポイント、「政策や方針を
決定する過程に女性が十分参画できないこと」が7.5ポイント、全体結果より高くなっている。

問７　あなたは、子どもに関することがらで、問題があると思われるのはどのようなことですか。

子どもに関する人権上の問題点【問7×問5】

31.5 30.2 43.4 35.3 19.7 13.2 42.0 22.6 1.1 3.0 1.9 8.1

4.2 5.2 4.7 1.9 1.7 1.8 4.1 2.7 -0.1 -2.6 -4.7 -0.5

32.4 35.2 43.3 38.1 20.5 12.9 36.2 24.8 1.9 1.9 1.0 9.5

5.1 10.2 4.6 4.7 2.5 1.5 -1.7 4.9 0.7 -3.7 -5.6 0.9

子どもに関する人権上の問題点について
人権に関する法律の認知度（問5）別にみると、「いじめ防止対策推進法」の認知者の回答率は、

「食事や健康管理など、養育に本気で取り組まない保護者がいること」が5.2ポイント、全体結果より
高くなっている。「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の認知者の回答率は、「食事や健康管理
など、養育に本気で取り組まない保護者がいること」が10.2ポイント、「成績だけを気にかけている
保護者がいること」が5.1ポイント、全体結果より高くなっている。

全体とのポイントの差
問
5

全体とのポイントの差

子どもの貧困対策推進法 210

いじめ防止対策推進
法

371

33.4 18.0 11.4 37.9 19.9全体 604 27.3 25.0 38.7 1.2 5.6 6.6 8.6

問
5

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

11.3 8.1 9.1

全体とのポイントの差

メ
ー

ル
や
イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト
で

悪
質
な
書
き
込
み
や
嫌
が
ら
せ

を
さ
れ
る
こ
と

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

大
人

（
保
護
者

）
が
暴
力
や
虐

待
を
行

っ
た
り

、
児
童
買
春
等

を
行
う
こ
と

子
ど
も
の
意
見
を
受
け
止
め
な
い
で

自
分
の
考
え
を
押
し
付
け
る
大
人

（
保
護
者

）
が
い
る
こ
と

大
人
が
子
ど
も
を
一
人
の
人
格

を
も

っ
た
人
間
と
し
て
認
め
な

い
こ
と

子
ど
も
に
有
害
な
情
報

(

暴
力

的
な
漫
画

、
性
描
写
の
雑
誌
な

ど

）
が
あ
る
こ
と

子
ど
も
の
間
で
い
じ
め
が
行
わ
れ
て

い
る
こ
と

そ
の
他

単位：％

サ
ン
プ
ル
数

成
績
だ
け
を
気
に
か
け
て
い
る

保
護
者
が
い
る
こ
と

食
事
や
健
康
管
理
な
ど

、
養
育

に
本
気
で
取
り
組
ま
な
い
保
護

者
が
い
る
こ
と

0.7

女性活躍推進法 230

26.7 16.2 18.2 9.8 15.7全体 604 41.6 30.8 21.5

単位：％

サ
ン
プ
ル
数

男
女
の
固
定
的
な
役
割
分
担
意

識

（
「
男
は
仕
事

、
女
は
家

事

」
な
ど

）
の
お
し
つ
け

職
場
に
お
け
る
採
用
時
や
昇

進
・
昇
格
な
ど
の
差
別
待
遇

家
庭
内
に
お
け
る
配
偶
者
に
対

す
る
暴
力

（
酒
に
酔

っ
て
な
ぐ

る
な
ど

）

職
業
に
お
け
る
セ
ク
シ

ャ
ル
・

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

売
春
・
買
春

（
援
助
交
際
を
含

む

）

政
策
や
方
針
を
決
定
す
る
過
程

に
女
性
が
十
分
参
画
で
き
な
い

こ
と

内
容
に
関
係
な
く
女
性
の
水
着
姿

、

裸
体
等
を
使
用
し
た
広
告
・
雑
誌
や

写
真

、
ア
ダ
ル
ト

（
成
人
向
け

）
ビ

デ
オ
等

メ
ー

ル
や
イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト
で

悪
質
な
書
き
込
み
や
嫌
が
ら
せ

を
さ
れ
る
こ
と
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問９　あなたは、障害のある人に関することがらで、問題があると思われるのはどのようなことですか。

障害のある人に関する人権上の問題点【問9×問5】

604 46.7 31.5 16.9 6.6 23.8 8.6 4.6 13.1 14.7 15.7 3.8 2.0 10.6 1.3 0.5 5.8 7.8 7.8

282 54.3 32.6 19.1 7.1 25.2 9.9 4.3 12.4 17.4 16.7 4.3 2.1 7.8 2.5 0.4 4.6 3.5 8.5

7.6 1.1 2.2 0.5 1.4 1.3 -0.3 -0.7 2.7 1.0 0.5 0.1 -2.8 1.2 -0.1 -1.2 -4.3 0.7

219 59.4 34.2 19.2 6.4 26.0 10.0 4.6 9.6 17.4 17.8 3.7 1.4 10.5 2.3 0.5 3.2 2.7 7.8

12.7 2.7 2.3 -0.2 2.2 1.4 0.0 -3.5 2.7 2.1 -0.1 -0.6 -0.1 1.0 0.0 -2.6 -5.1 0.0

障害のある人に関する人権上の問題点について
人権に関する法律の認知度（問5）別にみると、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援

等に関する法律」の認知者の回答率は、「障害のある人や障害について人々の理解が不足していること」
が7.6ポイント、全体結果より高くなっている。
　また、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の認知者の回答率についても、「障害の
ある人や障害について人々の理解が不足していること」が12.7ポイント、全体結果より高くなっている。

無
回
答

福
祉
施
設
等
の
受
入
れ
体
制
が
十
分
で
な
い
こ
と

交
通
機
関

、
道
路

、
店
舗

、
公
園
な
ど
の
利
用
が
不
便
な
こ
と

ア
パ
ー
ト
な
ど
へ
の
入
居
が
障
害
者
と
い
う
だ
け
で
制
限
さ
れ
る
こ
と

単位：％

財
産
管
理
面
で
の
権
利
侵
害

、
賃
金
不
払
ほ
か
給
料
搾
取

、
悪
徳
商
法
な
ど
の
被
害

を
受
け
る
こ
と

家
庭
に
お
い
て
看
護
や
介
護
を
せ
ず
に

、
嫌
が
ら
せ
や
虐
待
を
受
け
る
こ
と

わ
か
ら
な
い

ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
活
動
・
地
域
活
動
に
気
軽
に
参
加
で
き
な
い
こ
と

特
に
な
い

じ
ろ
じ
ろ
見
ら
れ
た
り

、
避
け
ら
れ
た
り
す
る
こ
と

メ
ー
ル
や
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
で
悪
質
な
書
き
込
み
や
嫌
が
ら
せ
を
さ
れ
る
こ
と

そ
の
他

全体との
ポイント
差

障害者差
別解消法

全体との
ポイント
差

問
5

病
院
や
福
祉
施
設
等
に
お
い
て
嫌
が
ら
せ
や
虐
待
を
受
け
る
こ
と

働
く
場
や
働
く
た
め
の
支
援
が
十
分
で
な
い
こ
と

就
職

、
職
場
で
不
利
な
扱
い
を
受
け
る
こ
と

障害者虐
待防止法

全体

サ
ン
プ
ル
数

障
害
の
あ
る
人
や
障
害
に
つ
い
て
人
々
の
理
解
が
不
足
し
て
い
る
こ
と

結
婚
問
題
で
周
囲
の
反
対
を
受
け
る
こ
と

差
別
的
な
言
動
を
さ
れ
る
こ
と
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問１５（１）　あなたは、同和問題に関することがらで、問題があると思われるのはどのようなこと
ですか。

同和問題に関する人権上の問題点【問15(1)×問5】

51.1 22.1 28.5 30.2 15.7 3.8 10.6 19.1 0.9 11.5 7.2 12.8

9.9 0.4 2.0 6.5 0.1 -0.3 2.0 4.9 -0.1 -0.9 -5.2 -2.4

同和問題に関する人権上の問題点について
人権に関する法律の認知度（問5）別にみると、「部落差別の解消の推進に関する法律」の認知者の回

答率は、「結婚問題で周囲の反対を受けること」が9.9ポイント、「身元調査をされること」が6.5ポイン
ト、「住宅の購入や引っ越しをする場合に、そこが同和地区かどうか調べたり、避けたりすること」が
4.9ポイント、それぞれ全体結果より高くなっている。

問１５（２）　あなたが、過去５年間に、実際に見聞きしたものがありますか。

同和問題に関する人権上の問題を見聞きした経験【問15(2)×問5】

30.2 4.3 13.2 16.6 3.8 1.3 5.5 14.5 0.9 31.5 7.7 21.3

7.8 0.5 2.3 5.2 0.2 -0.2 1.7 3.2 0.4 0.2 -5.9 -2.7

同和問題に関する人権上の問題について「見聞きした経験」
人権に関する法律の認知度（問5）別にみると、「部落差別の解消の推進に関する法律」の認知者の回答

率は、「結婚問題で周囲の反対を受けること」が7.8ポイント、「身元調査をされること」が5.2ポイント、
それぞれ全体結果より高くなっている。

1.0 12.4全体 604 41.2 21.7 26.5 23.7

住
宅
の
購
入
や
引

っ
越
し
を
す
る
場
合
に

、

そ
こ
が
同
和
地
区
か
ど
う
か
調
べ
た
り

、
避

け
た
り
す
る
こ
と

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

12.4 15.2

単位：％

サ
ン
プ
ル
数

結
婚
問
題
で
周
囲
の
反
対
を
受
け

る
こ
と

就
職

、
職
場
で
不
利
な
扱
い
を
受

け
る
こ
と

差
別
的
な
言
動
を
さ
れ
る
こ
と

身
元
調
査
を
さ
れ
る
こ
と

イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト
を
利
用
し
て
差
別
的
な
情

報

（
地
名
・
土
地
な
ど
に
関
す
る
も
の

）
が

掲
載
さ
れ
る
こ
と

差
別
的
な
落
書
き
を
さ
れ
る
こ
と

え
せ
同
和
行
為

（
同
和
問
題
を
口

実
に
企
業
等
に
不
当
な
要
求
を
す

る
行
為

）
が
さ
れ
る
こ
と

問
5

単位：％

サ
ン
プ
ル
数

結
婚
問
題
で
周
囲
の
反
対
を
受
け

る
こ
と

就
職

、
職
場
で
不
利
な
扱
い
を
受

け
る
こ
と

差
別
的
な
言
動
を
さ
れ
る
こ
と

身
元
調
査
を
さ
れ
る
こ
と

イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト
を
利
用
し
て
差
別
的
な
情

報

（
地
名
・
土
地
な
ど
に
関
す
る
も
の

）
が

掲
載
さ
れ
る
こ
と

差
別
的
な
落
書
き
を
さ
れ
る
こ
と

全体とのポイントの差

部落差別解消推進法 235

15.6 4.1 8.6 14.2

11.3 0.5 31.3 13.6 24.0

問
5

部落差別解消推進法 235

全体とのポイントの差

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全体 604 22.4 3.8 10.9 11.4 3.6

え
せ
同
和
行
為

（
同
和
問
題
を
口

実
に
企
業
等
に
不
当
な
要
求
を
す

る
行
為

）
が
さ
れ
る
こ
と

住
宅
の
購
入
や
引

っ
越
し
を
す
る
場
合
に

、

そ
こ
が
同
和
地
区
か
ど
う
か
調
べ
た
り

、
避

け
た
り
す
る
こ
と

そ
の
他

1.5 3.8
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問１６（１）　あなたは、外国人に関することがらで、問題があると思われるのはどのようなこと
ですか。

外国人に関する人権上の問題点【問16(1)×問5】

15.7 51.4 10.7 20.0 9.3 21.4 4.3 4.3 21.4 0.0 6.4 7.1 9.3

2.5 11.5 1.8 9.1 3.2 4.5 -1.0 1.2 11.5 -0.5 -7.3 -5.0 -4.4

外国人に関する人権上の問題点について
人権に関する法律の認知度（問5）別にみると、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向け

た取組の推進に関する法律」の認知者の回答率は、「言葉が異なるため、保健・医療・福祉、防災、教育
などの日常生活に必要な情報が得にくいこと」が11.5ポイント、「ヘイトスピーチ（特定の民族や国籍の
人々を排斥する差別的言動）を伴うデモ等が行われること」が11.5ポイント、「言葉や習慣などが違うの
で、社会に受け入れられにくいこと（嫌がらせを受けること）」が11.1ポイント、それぞれ全体結果より
高くなっている。

問１６（２）　あなたが、過去5年間に、実際に見聞きしたものがありますか。

外国人に関する人権上の問題を見聞きした経験【問16(2)×問5】

5.0 15.0 5.0 4.3 3.6 11.4 9.3 3.6 9.3 0.7 27.9 10.0 24.3

0.5 3.1 0.5 -0.3 1.4 3.8 4.0 1.9 5.3 0.2 -4.6 -6.2 -2.5

外国人に関する人権上の問題について「見聞きした経験」
人権に関する法律の認知度（問5）別にみると、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向け

た取組の推進に関する法律」の認知者の回答率は、「ヘイトスピーチ（特定の民族や国籍の人々を排斥する
差別的言動）を伴うデモ等が行われること」が5.3ポイント、全体結果より高くなっている。

3.1 9.9 13.7

特
に
な
い

無
回
答

34.6 13.2 39.9 8.9 10.9 6.1 16.9

じ
ろ
じ
ろ
見
ら
れ
た
り

、
避
け
ら

れ
た
り
す
る
こ
と

メ
ー
ル
や
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
で
悪

質
な
書
き
込
み
や
嫌
が
ら
せ
を
さ

れ
る
こ
と

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
を
伴
う
デ
モ
等

が
行
わ
れ
る
こ
と

そ
の
他

言
葉
や
習
慣
な
ど
が
違
う
の
で

、

社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
に
く
い
こ

と

（
嫌
が
ら
せ
を
受
け
る
こ
と

）

住
宅
を
容
易
に
借
り
る
こ
と
が
で

き
な
い
こ
と

言
葉
が
異
な
る
た
め

、
保
健
・
医
療
・
福

祉

、
防
災

、
教
育
な
ど
の
日
常
生
活
に
必
要

な
情
報
が
得
に
く
い
こ
と

結
婚
問
題
で
周
囲
の
反
対
を
受
け

る
こ
と

就
職

、
職
場
で
不
利
な
扱
い
を
受

け
る
こ
と

選
挙
な
ど

、
制
度
面
で
の
制
約
を

受
け
る
こ
と

病
院
や
公
共
施
設
等
に
外
国
語
に

よ
る
表
示
が
少
な
い
こ
と

単位：％

全体

ヘイトスピーチ
解消法

全体とのポイン
トの差

単位：％

わ
か
ら
な
い

12.1

サ
ン
プ
ル
数

604

140

11.1

問
5

45.7

5.3 0.5 13.7

言
葉
や
習
慣
な
ど
が
違
う
の
で

、

社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
に
く
い
こ

と

（
嫌
が
ら
せ
を
受
け
る
こ
と

）

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全体 604 7.9 4.5 11.9 4.5

結
婚
問
題
で
周
囲
の
反
対
を
受
け

る
こ
と

就
職

、
職
場
で
不
利
な
扱
い
を
受

け
る
こ
と

選
挙
な
ど

、
制
度
面
で
の
制
約
を

受
け
る
こ
と

病
院
や
公
共
施
設
等
に
外
国
語
に

よ
る
表
示
が
少
な
い
こ
と

じ
ろ
じ
ろ
見
ら
れ
た
り

、
避
け
ら

れ
た
り
す
る
こ
と

メ
ー
ル
や
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
で
悪

質
な
書
き
込
み
や
嫌
が
ら
せ
を
さ

れ
る
こ
と

4.6 2.2 7.6 5.3

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
を
伴
う
デ
モ
等

が
行
わ
れ
る
こ
と

1.7 4.0

サ
ン
プ
ル
数

住
宅
を
容
易
に
借
り
る
こ
と
が
で

き
な
い
こ
と

言
葉
が
異
な
る
た
め

、
保
健
・
医
療
・
福

祉

、
防
災

、
教
育
な
ど
の
日
常
生
活
に
必
要

な
情
報
が
得
に
く
い
こ
と

0.5 32.5 16.2 26.8

問
5

ヘイトスピーチ
解消法

140 12.1

全体とのポイン
トの差

4.2
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問１９　市では、人権に関する施策を総合的に推進していますが、あなたは、これまでに市や県が
実施した次のような行事に参加したり、人権問題に関連した記事等を見たり読んだりした経験があり
ますか。

啓発活動への接触度【問19×問2】

81.3 68.8 75.0 25.0 31.3 31.3 43.8 31.3 0.0 12.5 6.3 0.0

75.6 41.0 55.1 32.1 23.1 2.6 25.6 11.5 2.6 14.1 2.6 7.7

67.1 19.7 52.6 22.0 26.0 6.9 16.8 9.8 0.0 20.8 4.6 7.5

45.7 14.7 31.7 11.0 14.7 2.3 14.0 5.0 1.0 36.0 13.0 5.3

70.3 24.3 54.1 24.3 21.6 5.4 13.5 13.5 0.0 16.2 5.4 8.1

県や市町が行う人権問題に関する啓発活動への接触度について
県指針の理解度（問2）別にみると、「知っていて内容もよく理解している」と回答した人は、「知って

いて内容もある程度は理解している」と回答した人と比べ、啓発活動への接触割合が高い。県指針を知って
いる層は、「知らない」と回答した層と比べ、啓発活動への接触割合が高くなる傾向がある。

27.019.9 0.8

単位：％

サ
ン
プ
ル
数

接
触
割
合

（
計

）

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

知っていて内容もある
程度は理解している

78

8.6 6.3

問
2
　
山
口
県
人
権
推
進
指

針
の
理
解
度

知っていて内容もよく
理解している

16

知らない 300

173

市
の
人
権
教
育
ふ
れ
あ
い
講
座
や
県

の
人
権
ふ
れ
あ
い
フ

ェ
ス
テ

ィ
バ
ル

等
の
イ
ベ
ン
ト

市
や
県
の
広
報
紙

、
パ
ン
フ

レ

ッ
ト

新
聞

テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
ス
ポ

ッ
ト

街
頭
啓
発
活
動

展
示
物

（
ポ
ス
タ
ー
や
バ
ス
車

体
広
告

、
J
R
駅
舎
広
告
等

）

市
や
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

そ
の
他

8.417.1

37

全体 604 58.1 21.5 43.2 18.0

無回答

知っているが内容はよ
く理解していない

4.6
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啓発活動への接触度【問19×問5】

70.9 29.1 56.7 23.0 23.4 6.4 22.7 13.1 1.4 19.5 3.9 5.7

12.8 7.6 13.5 5.0 3.5 1.8 5.6 4.7 0.6 -7.5 -4.7 -0.6

73.5 29.7 57.5 26.0 27.9 9.1 25.6 13.2 0.9 18.3 2.7 5.5

15.4 8.2 14.3 8.0 8.0 4.5 8.5 4.8 0.1 -8.7 -5.9 -0.8

県や市町が行う人権問題に関する啓発活動への接触度について
人権に関する法律の認知度（問5）別にみると、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等

に関する法律」の認知者の回答率は、「市や県の広報紙、パンフレット」が13.5ポイント、「市の人権
教育ふれあい講座や県の人権ふれあいフェスティバル等のイベント」が7.6ポイント、「展示物（ポスター
やバス車体広告、ＪＲ駅舎広告等）」が5.6ポイント、それぞれ全体結果より高くなっている。

また、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の認知者の回答率は、「市や県の広報紙、
パンフレット」が14.3ポイント、「展示物（ポスターやバス車体広告、JR駅舎広告等）」が8.5ポイント、
「市の人権教育ふれあい講座や県の人権ふれあいフェスティバル等のイベント」が8.2ポイント、それぞれ
全体結果より高くなっている。

啓発活動への接触度【問19×問5】

67.7 25.3 52.3 22.6 24.3 5.4 20.2 12.4 0.8 24.3 3.8 4.3

9.6 3.8 9.1 4.6 4.4 0.8 3.1 4.0 0.0 -2.7 -4.8 -2.0

70.5 28.6 57.6 24.3 29.0 6.7 24.8 12.9 1.4 21.0 2.9 5.7

12.4 7.1 14.4 6.3 9.1 2.1 7.7 4.5 0.6 -6.0 -5.7 -0.6

県や市町が行う人権問題に関する啓発活動への接触度について
人権に関する法律の認知度（問5）別にみると、「いじめ防止対策推進法」の認知者の回答率は、

「市や県の広報紙、パンフレット」が9.1ポイント、「新聞」が4.6ポイント、「テレビ・ラジオスポッ
ト」が4.4ポイント、それぞれ全体結果より高くなっている。

また、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の認知者の回答率は、「市や県の広報紙、パンフレッ
ト」が14.4ポイント、「テレビ・ラジオスポット」が9.1ポイント、「展示物（ポスターやバス車体広告、
JR駅舎広告等）」が7.7ポイント、ぞれぞれ全体結果より高くなっている。

全体とのポイント差

子どもの貧困対策推
進法

210

全体とのポイント差

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

市
の
人
権
教
育
ふ
れ
あ
い
講
座
や
県

の
人
権
ふ
れ
あ
い
フ

ェ
ス
テ

ィ
バ
ル

等
の
イ
ベ
ン
ト

市
や
県
の
広
報
紙

、
パ
ン
フ

レ

ッ
ト

新
聞

テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
ス
ポ

ッ
ト

街
頭
啓
発
活
動

展
示
物

（
ポ
ス
タ
ー
や
バ
ス
車

体
広
告

、
J
R
駅
舎
広
告
等

）

市
や
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

そ
の
他

全体とのポイント差

全体 604 58.1 21.5 43.2 18.0 19.9 4.6 17.1 8.4 0.8 27.0 8.6 6.3

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

市
の
人
権
教
育
ふ
れ
あ
い
講
座
や
県

の
人
権
ふ
れ
あ
い
フ

ェ
ス
テ

ィ
バ
ル

等
の
イ
ベ
ン
ト

市
や
県
の
広
報
紙

、
パ
ン
フ

レ

ッ
ト

新
聞

テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
ス
ポ

ッ
ト

街
頭
啓
発
活
動

展
示
物

（
ポ
ス
タ
ー
や
バ
ス
車

体
広
告

、
J
R
駅
舎
広
告
等

）

市
や
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

そ
の
他

21.5 43.2

問
5

8.4 0.8 27.0 8.6 6.3

障害者虐待防止法 282

18.0 19.9 4.6 17.1

障害者差別解消法 219

全体とのポイント差

全体

単位：％

サ
ン
プ
ル
数

接
触
割
合

（
計

）

604 58.1

単位：％

サ
ン
プ
ル
数

接
触
割
合

（
計

）

問
5

いじめ防止対策推進
法

371
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啓発活動への接触度【問19×問5】

71.7 28.7 55.7 22.2 25.2 6.1 23.5 13.5 0.9 20.9 2.6 4.8

13.6 7.2 12.5 4.2 5.3 1.5 6.4 5.1 0.1 -6.1 -6.0 -1.5

県や市町が行う人権問題に関する啓発活動への接触度について
人権に関する法律の認知度（問5）別にみると、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の

認知者の回答率は、「市や県の広報紙、パンフレット」が12.5ポイント、「市の人権教育ふれあい講座や
県の人権ふれあいフェスティバル等のイベント」が7.2ポイント、「展示物（ポスターやバス車体広告、JR
駅舎広告等）」が6.4ポイント、それぞれ全体結果より高くなっている。

19.9 4.6 17.1 8.4 0.8 27.0 8.6 6.3

女性活躍推進法 230

全体とのポイント差

問
5

全体 604 58.1 21.5 43.2

単位：％

サ
ン
プ
ル
数

接
触
割
合

（
計

）

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

市
の
人
権
教
育
ふ
れ
あ
い
講
座
や
県

の
人
権
ふ
れ
あ
い
フ

ェ
ス
テ

ィ
バ
ル

等
の
イ
ベ
ン
ト

市
や
県
の
広
報
紙

、
パ
ン
フ

レ

ッ
ト

新
聞

テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
ス
ポ

ッ
ト

街
頭
啓
発
活
動

展
示
物

（
ポ
ス
タ
ー
や
バ
ス
車

体
広
告

、
J
R
駅
舎
広
告
等

）

市
や
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

そ
の
他

18.0
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啓発活動への接触度【問19×問5】

80.7 30.7 59.3 25.7 25.7 8.6 27.1 16.4 1.4 15.7 2.1 1.4

22.6 9.2 16.1 7.7 5.8 4.0 10.0 8.0 0.6 -11.3 -6.5 -4.9

県や市町が行う人権問題に関する啓発活動への接触度について
人権に関する法律の認知度（問5）別にみると、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向け

た取組の推進に関する法律」の認知者の回答率は、「市や県の広報紙、パンフレット」が16.1ポイント、
「展示物（ポスターやバス車体広告、JR駅舎広告等）」が10.0ポイント、「市の人権教育ふれあい講座や
県の人権ふれあいフェスティバル等のイベント」が9.2ポイント、それぞれ全体結果より高くなっている。

啓発活動への接触度【問19×問5】

70.2 29.4 57.0 26.4 26.0 8.1 22.1 12.8 0.4 20.9 4.3 4.7

12.1 7.9 13.8 8.4 6.1 3.5 5.0 4.4 -0.4 -6.1 -4.3 -1.6

県や市町が行う人権問題に関する啓発活動への接触度について
人権に関する法律の認知度（問5）別にみると、「部落差別の解消の推進に関する法律」の認知者の回答

率は、「市や県の広報紙、パンフレット」が13.8ポイント、「新聞」が8.4ポイント、「市の人権教育ふれ
あい講座や県の人権ふれあいフェスティバル等のイベント」が7.9ポイント、それぞれ全体結果より高く
なっている。

問
5

部落差別解消推進法 235

全体とのポイント差

単位：％

サ
ン
プ
ル
数

接
触
割
合

（
計

）

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

市
の
人
権
教
育
ふ
れ
あ
い
講
座

や
県
の
人
権
ふ
れ
あ
い
フ

ェ
ス

テ

ィ
バ
ル
等
の
イ
ベ
ン
ト

市
や
県
の
広
報
紙

、
パ
ン
フ

レ

ッ
ト

新
聞

テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
ス
ポ

ッ
ト

街
頭
啓
発
活
動

展
示
物

（
ポ
ス
タ
ー
や
バ
ス
車

体
広
告

、
J
R
駅
舎
広
告
等

）

市
や
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

そ
の
他

全体 604 58.1 21.5 43.2 18.0 19.9 4.6 17.1 8.4 0.8 27.0 8.6 6.3

全体 604 58.1 21.5 43.2 18.0 19.9 4.6 17.1 8.4 0.8 27.0 8.6 6.3

問
5

ヘイトスピーチ解消法 140

全体とのポイント差

単位：％

サ
ン
プ
ル
数

接
触
割
合

（
計

）

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

市
の
人
権
教
育
ふ
れ
あ
い
講
座
や
県

の
人
権
ふ
れ
あ
い
フ

ェ
ス
テ

ィ
バ
ル

等
の
イ
ベ
ン
ト

市
や
県
の
広
報
紙

、
パ
ン
フ

レ

ッ
ト

新
聞

テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
ス
ポ

ッ
ト

街
頭
啓
発
活
動

展
示
物

（
ポ
ス
タ
ー
や
バ
ス
車

体
広
告

、
J
R
駅
舎
広
告
等

）

市
や
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

そ
の
他
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問２０　あなたは、市や県のほか、職場や民間団体等が実施した人権に関する講演会・研修会・
学習会等に、過去５年間で何回参加されたことがありますか。

※「参加経験あり」＝「1～2回」+「3回以上」

講演会・研修会・学習会等への参加経験【問20×問2】

37.5 25.0 31.3 6.3

53.8 23.1 14.1 9.0

70.5 17.3 6.4 5.8

84.0 7.3 4.3 4.3

83.8 10.8 2.7 2.7

人権問題に関する講演会・研修会・学習会等への参加経験について
県指針の理解度（問2）別にみると、「知っていて内容もよく理解している」と答えた人は、「参加経験

あり」（56.3％）が5割を超えており、他層より高い。また、県指針の理解度が高い層ほど参加経験割合も
高くなっている。

講演会・研修会・学習会等への参加経験【問20×問3】

60.0 5.7 22.9 11.4

64.8 24.6 7.4 3.3

71.2 17.2 6.1 5.5

80.5 12.2 4.9 2.4

76.9 12.8 5.1 5.1

86.4 3.7 5.2 4.7

69.2 7.7 0.0 23.1

人権問題に関する講演会・研修会・学習会等への参加経験について
人権尊重意識の定着状況（問3）別にみると、「そう思う」と答えた人の「参加経験あり」は28.6％、

「どちらかといえばそう思う」と答えた人の「参加経験あり」は32.0％であり、人権尊重意識の定着状況
が高い層ほど参加経験割合が高くなっている。

単位：％

サ
ン
プ
ル
数

参
加
し
た
こ
と
は
な

い 1
～
2
回

3
回
以
上

無
回
答

全体 604 75.0 12.9 6.8 5.3

どちらともいえない

わからない 191

単位：％

サ
ン
プ
ル
数

参
加
し
た
こ
と
は
な

い 1
～
2
回

3
回
以
上

無
回
答

知っているが内容はよ
く理解していない

173

全体 604 75.0 12.9 6.8 5.3

問
2
　
山
口
県
人
権
推
進
指

針
の
理
解
度

知っていて内容もよく
理解している

16

知っていて内容もある
程度は理解している

78

知らない 300

無回答 37

問
3
　
美
祢
市
に
お
け
る
人
権
尊
重
意
識

の
定
着
状
況

163

41
どちらかといえばそう
は思わない

そう思う 35

どちらかといえばそう
思う

122

そうは思わない 39

無回答 13
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講演会・研修会・学習会等への参加経験【問20×問5】

68.8 16.7 9.6 5.0

-6.2 3.8 2.8 -0.3

65.8 18.3 10.5 5.5

-9.2 5.4 3.7 0.2

人権問題に関する講演会・研修会・学習会等への参加経験について
人権に関する法律の認知度（問5）別にみると、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に

関する法律」の認知者の回答率は、「1～2回」が3.8ポイント、「3回以上」が2.8ポイント、全体結果より
高くなっている。

また、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の認知者の回答率は、「1～2回」が5.4ポイ
ント、「3回以上」が3.7ポイント、全体結果より高くなっている。

講演会・研修会・学習会等への参加経験【問20×問5】

71.4 16.7 8.1 3.8

-3.6 3.8 1.3 -1.5

65.2 18.1 12.9 3.8

-9.8 5.2 6.1 -1.5

人権問題に関する講演会・研修会・学習会等への参加経験について
人権に関する法律の認知度（問5）別にみると、「いじめ防止対策推進法」の認知者の回答率は、「1～

2回」が3.8ポイント、「3回以上」が1.3ポイント、全体結果より高くなっている。
また、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の認知者の回答率は、「1～2回」が5.2ポイント、「3

回以上」が6.1ポイント、全体結果より高くなっている。

単位：％

サ
ン
プ
ル
数

参
加
し
た
こ
と
は
な

い 1
～
2
回

3
回
以
上

無
回
答

全体 604 75.0

子どもの貧困対策推
進法

210

問
5

単位：％

サ
ン
プ
ル
数

障害者虐待防止法 282

全体とのポイント差

障害者差別解消法 219

全体とのポイント差

全体 604 75.0 12.9 6.8 5.3

問
5

いじめ防止対策推進
法

371

全体とのポイント差

12.9 6.8 5.3

参
加
し
た
こ
と
は
な

い 1
～
2
回

3
回
以
上

無
回
答

全体とのポイント差
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講演会・研修会・学習会等への参加経験【問20×問5】

66.5 18.7 10.0 4.8

-8.5 5.8 3.2 -0.5

人権問題に関する講演会・研修会・学習会等への参加経験について
人権に関する法律の認知度（問5）別にみると、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の

認知者の回答率は、「1～2回」が5.8ポイント、「3回以上」が3.2ポイント、全体結果より高くなっている。

講演会・研修会・学習会等への参加経験【問20×問5】

65.0 19.3 12.9 2.9

-10.0 6.4 6.1 -2.4

人権問題に関する講演会・研修会・学習会等への参加経験について
人権に関する法律の認知度（問5）別にみると、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向け

た取組の推進に関する法律」の認知者の回答率は、「1～2回」が6.4ポイント、「3回以上」が6.1ポイント、
全体結果より高くなっている。

講演会・研修会・学習会等への参加経験【問20×問5】

67.7 17.0 11.1 4.3

-7.3 4.1 4.3 -1.0

人権問題に関する講演会・研修会・学習会等への参加経験について
人権に関する法律の認知度（問5）別にみると、「部落差別の解消の推進に関する法律」の認知者の回答

率は、「1～2回」が4.1ポイント、「3回以上」が4.3ポイント、全体結果より高くなっている。

サ
ン
プ
ル
数

参
加
し
た
こ
と
は
な

い 1
～
2
回

3
回
以
上

無
回
答

全体 604 75.0 12.9 6.8 5.3

問
5

ヘイトスピーチ解消法 140

全体とのポイント差

問
5

単位：％

サ
ン
プ
ル
数

参
加
し
た
こ
と
は
な

い 1
～
2
回

3
回
以
上

無
回
答

全体 604 75.0 12.9 6.8 5.3

女性活躍推進法 230

全体とのポイント差

単位：％

問
5

部落差別解消推進法 235

全体とのポイント差

単位：％

サ
ン
プ
ル
数

参
加
し
た
こ
と
は
な

い 1
～
2
回

3
回
以
上

無
回
答

全体 604 75.0 12.9 6.8 5.3
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問２１　あなたは、今後、人権に関する取組として、どのような条件整備に力を入れていけばよいと
思われますか。

人権に関する取組の今後の条件整備【問21×問2】

31.3 18.8 25.0 12.5 18.8 12.5 31.3 0.0 0.0 18.8 6.3

24.4 24.4 46.2 16.7 19.2 10.3 35.9 0.0 3.8 1.3 12.8

22.5 16.8 41.6 11.0 9.2 5.8 41.0 2.3 8.1 8.7 8.1

21.3 17.7 40.3 9.7 9.7 5.3 32.0 1.7 9.7 12.3 6.3

27.0 10.8 27.0 18.9 10.8 8.1 40.5 2.7 8.1 8.1 8.1

人権に関する取組の今後の条件整備について
県指針の理解度（問2）別にみると、「知っていて内容もよく理解している」と回答した人は、「市民の

人権尊重意識の高揚を図るための啓発活動を推進する（イベントや講演会、映画会の開催など）」が56.3
％、「人権に配慮した行政の推進を図る（人権尊重の視点からの業務の点検、見直し、適正な情報公開な
ど）」が31.3％と他層に比べ高くなっている。

また、「知っていて内容もある程度は理解している」と「知っているが内容はよく理解していない」と
「知らない」と回答した人は、「学校における教育活動の中で、人権教育の充実を図る」の回答割合が
最も高くなっている。

市
民
の
利
用
し
や
す
い
相
談
・
支
援
体
制
の

充
実
を
図
る

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全体 604 24.5 22.7 17.9 40.2 11.6 11.1 6.5 35.6 1.7 8.1 9.8 7.8

単位：％

サ
ン
プ
ル
数

市
民
の
人
権
尊
重
意
識
の
高
揚
を
図
る
た
め

の
啓
発
活
動
を
推
進
す
る

（
イ
ベ
ン
ト
や
講

演
会

、
映
画
会
の
開
催
な
ど

）

人
権
に
配
慮
し
た
行
政
の
推
進
を
図
る

（
人

権
尊
重
の
視
点
か
ら
の
業
務
の
点
検

、
見
直

し

、
適
正
な
情
報
公
開
な
ど

）

公
的
機
関
や
企
業
な
ど
の
職
場
で
の
人
権
研

修
の
充
実
を
図
る

学
校
に
お
け
る
教
育
活
動
の
中
で

、
人
権
教

育
の
充
実
を
図
る

公
民
館
な
ど
の
学
習
会
場
や
学
習
機
器
の
整

備
を
行
い

、
地
域
社
会
に
お
け
る
人
権
教
育

の
充
実
を
図
る

相
談
機
関
等
の
情
報
提
供
な
ど

、
家
庭
に
お

け
る
人
権
教
育
へ
の
支
援
の
充
実
を
図
る

市
民
の
自
主
的
な
人
権
学
習
会
に
つ
い
て

、

資
料
や
文
献

、
視
聴
覚
教
材
等
の
支
援
と
広

報
宣
伝
活
動
の
充
実
を
図
る

問
2
　
山
口
県
人
権
推
進
指

針
の
理
解
度

知っていて内容もあ
る程度は理解して
いる

78 29.5

無回答 37 27.0

知っていて内容もよ
く理解している 16 56.3

知らない 300 22.3

知っているが内容
はよく理解していな
い

173 22.5
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人権に関する取組の今後の条件整備【問21×問3】

8.6 20.0 45.7 28.6 8.6 2.9 37.1 0.0 2.9 8.6 11.4

27.0 18.0 45.1 18.9 11.5 9.0 40.2 0.8 2.5 5.7 9.0

23.9 18.4 40.5 9.8 13.5 8.0 35.0 0.6 9.2 7.4 6.1

36.6 19.5 29.3 12.2 12.2 7.3 58.5 7.3 0.0 7.3 2.4

25.6 23.1 41.0 10.3 7.7 2.6 28.2 7.7 23.1 0.0 10.3

17.8 16.2 38.7 5.8 9.4 4.7 29.8 1.0 10.5 16.8 6.8

23.1 7.7 30.8 7.7 15.4 7.7 30.8 0.0 7.7 15.4 30.8

人権に関する取組の今後の条件整備について
人権尊重意識の定着状況（問3）別にみると、「そう思う」と回答した人は、「学校における教育活動の

中で、人権教育の充実を図る」（45.7％）、「公民館などの学習会場や学習機器の整備を行い、地域社会
における人権教育の充実を図る」（28.6％）の回答割合が他層に比べ高くなっている。

また、「どちらかといえばそう思う」と回答した人は、「市民の人権尊重意識の高揚を図るための啓発
活動を推進する（イベントや講演会、映画会の開催など）」（32.0％）、「市民の自主的な人権学習会に
ついて、資料や文献、視聴覚教材等の支援と広報宣伝活動の充実を図る」（9.0％）の回答割合が他層に
比べ高くなっている。

単位：％

サ
ン
プ
ル
数

市
民
の
人
権
尊
重
意
識
の
高
揚
を
図
る
た
め

の
啓
発
活
動
を
推
進
す
る

（
イ
ベ
ン
ト
や
講

演
会

、
映
画
会
の
開
催
な
ど

）

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全体 604 24.5 22.7 17.9 40.2 11.6 11.1 6.5 35.6 1.7 8.1 9.8 7.8

人
権
に
配
慮
し
た
行
政
の
推
進
を
図
る

（
人

権
尊
重
の
視
点
か
ら
の
業
務
の
点
検

、
見
直

し

、
適
正
な
情
報
公
開
な
ど

）

公
的
機
関
や
企
業
な
ど
の
職
場
で
の
人
権
研

修
の
充
実
を
図
る

学
校
に
お
け
る
教
育
活
動
の
中
で

、
人
権
教

育
の
充
実
を
図
る

公
民
館
な
ど
の
学
習
会
場
や
学
習
機
器
の
整

備
を
行
い

、
地
域
社
会
に
お
け
る
人
権
教
育

の
充
実
を
図
る

相
談
機
関
等
の
情
報
提
供
な
ど

、
家
庭
に
お

け
る
人
権
教
育
へ
の
支
援
の
充
実
を
図
る

市
民
の
自
主
的
な
人
権
学
習
会
に
つ
い
て

、

資
料
や
文
献

、
視
聴
覚
教
材
等
の
支
援
と
広

報
宣
伝
活
動
の
充
実
を
図
る

市
民
の
利
用
し
や
す
い
相
談
・
支
援
体
制
の

充
実
を
図
る

そ
の
他

特
に
な
い

わからない 191 20.4

どちらかといえばそ
うは思わない 41 19.5

そうは思わない 39 20.5

どちらかといえばそ
う思う 122 32.0

問
3
　
美
祢
市
に
お
け
る
人
権
尊
重
意
識

の
定
着
状
況

そう思う 35 28.6

どちらともいえない 163 26.4

無回答 13 7.7
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人権に関する取組の今後の条件整備【問21×問4】

22.3 22.3 37.5 9.8 15.2 6.3 42.0 2.7 7.1 6.3 8.0

22.7 18.0 42.5 13.5 11.0 7.7 33.7 1.4 7.2 6.9 7.5

23.3 12.5 36.7 7.5 6.7 3.3 36.7 1.7 11.7 22.5 7.5

20.0 30.0 30.0 10.0 20.0 0.0 20.0 0.0 10.0 0.0 20.0

人権に関する取組の今後の条件整備について
人権を侵害された経験（問4）別にみると、「市民の人権尊重意識の高揚を図るための啓発活動を推進

する（イベントや講演会、映画会の開催など）」は、「ある」と答えた人が20.5％、「ない」と答えた人が
28.5％で8.0ポイント差、「市民の利用しやすい相談・支援体制の充実を図る」は、「ある」と答えた人が
42.0％、「ない」と答えた人が33.7％で8.3ポイント差となっている。

無
回
答

全体 604 24.5 22.7 17.9 40.2 11.6 11.1 6.5 35.6 1.7 8.1 9.8 7.8

単位：％

サ
ン
プ
ル
数

市
民
の
人
権
尊
重
意
識
の
高
揚
を
図
る
た
め

の
啓
発
活
動
を
推
進
す
る

（
イ
ベ
ン
ト
や
講

演
会

、
映
画
会
の
開
催
な
ど

）

人
権
に
配
慮
し
た
行
政
の
推
進
を
図
る

（
人

権
尊
重
の
視
点
か
ら
の
業
務
の
点
検

、
見
直

し

、
適
正
な
情
報
公
開
な
ど

）

公
的
機
関
や
企
業
な
ど
の
職
場
で
の
人
権
研

修
の
充
実
を
図
る

学
校
に
お
け
る
教
育
活
動
の
中
で

、
人
権
教

育
の
充
実
を
図
る

公
民
館
な
ど
の
学
習
会
場
や
学
習
機
器
の
整

備
を
行
い

、
地
域
社
会
に
お
け
る
人
権
教
育

の
充
実
を
図
る

相
談
機
関
等
の
情
報
提
供
な
ど

、
家
庭
に
お

け
る
人
権
教
育
へ
の
支
援
の
充
実
を
図
る

市
民
の
自
主
的
な
人
権
学
習
会
に
つ
い
て

、

資
料
や
文
献

、
視
聴
覚
教
材
等
の
支
援
と
広

報
宣
伝
活
動
の
充
実
を
図
る

問
4
　
人
権
を
侵
害
さ

れ
た
経
験

無回答 10 50.0

わからない 120 14.2

ない 362 28.5

ある 112 20.5

市
民
の
利
用
し
や
す
い
相
談
・
支
援
体
制
の

充
実
を
図
る

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い
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人権に関する取組の今後の条件整備【問21×問4-2(1)】

20.9 23.3 20.9 41.9 11.6 16.3 0.0 32.6 7.0 9.3 9.3 4.7

0.0 11.8 17.6 64.7 17.6 23.5 0.0 47.1 5.9 5.9 17.6 0.0

15.4 38.5 61.5 53.8 7.7 15.4 15.4 46.2 0.0 0.0 0.0 0.0

20.0 40.0 60.0 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 20.0 0.0 0.0 20.0

20.0 40.0 20.0 20.0 0.0 20.0 0.0 40.0 0.0 20.0 0.0 20.0

0.0 20.0 13.3 33.3 6.7 20.0 0.0 40.0 6.7 20.0 0.0 6.7

27.3 13.6 18.2 40.9 13.6 15.9 11.4 50.0 2.3 4.5 6.8 6.8

28.6 28.6 21.4 28.6 14.3 28.6 0.0 35.7 7.1 7.1 21.4 21.4

16.0 20.0 32.0 44.0 16.0 20.0 12.0 48.0 8.0 4.0 4.0 12.0

16.7 16.7 16.7 50.0 0.0 0.0 16.7 16.7 16.7 0.0 16.7 0.0

22.2 11.1 33.3 44.4 0.0 33.3 11.1 55.6 11.1 0.0 11.1 0.0

11.1 0.0 11.1 22.2 11.1 11.1 0.0 44.4 0.0 11.1 0.0 22.2

20.0 60.0 20.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 0.0 20.0 0.0 20.0

0.0 25.0 25.0 25.0 0.0 25.0 0.0 75.0 0.0 25.0 0.0 0.0

0.0 33.3 33.3 100.0 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0

人権に関する取組の今後の条件整備について
人権を侵害されたと思った内容（問4‐2（1））別にみると、「地域や職場などでの仲間はずれ（他人

からの悪口、かげ口など）」と回答した人は「市民の利用しやすい相談・支援体制の充実を図る」（50.0
％）が他の人権を侵害された内容に比べ高くなっている。件数は少ないが、「悪臭、騒音等の公害」
（55.6％）でも高くなっている。

また、「暴力・虐待（家庭内を含む）、脅迫、強要」と回答した人は、「学校における教育活動の中で、
人権教育の充実を図る」（64.7％）が他の人権を侵害された内容に比べ高くなっている。

15

5

6

9

3

問
4
-
2

(

1

)

　
人
権
を
侵
害
さ
れ
た
と
思
っ
た
内
容

43

5

9

4

17

25

13

14

5

44

名誉き損、侮辱

暴力・虐待（家庭内を含
む）、脅迫、強要

公的機関や企業、団体
による不当な扱い

社会福祉施設での不当
な扱い

警察官による不当な扱い
（犯罪や不法行為のぬれぎ
ぬなど）
差別待遇（人種・信条・性
別・社会的身分・心身の障
害などによる不当な扱い）
地域や職場などでの仲間は
ずれ（他人からの悪口、か
げ口など）

ｾｸｼｭｱﾙ･ﾊﾗｽﾒﾝﾄやｽﾄｰ
ｶｰ行為

プライバシーの侵害

インターネットによる人権
侵害

悪臭、騒音等の公害

その他

なんとなく

答えたくない

無回答

無
回
答

112 24.5 22.7 17.9 40.2 11.6 11.1 6.5 35.6 1.7 8.1 9.8 7.8

わ
か
ら
な
い

単位：％

全体

サ
ン
プ
ル
数

市
民
の
人
権
尊
重
意
識
の
高
揚
を
図
る
た
め

の
啓
発
活
動
を
推
進
す
る

（
イ
ベ
ン
ト
や
講

演
会

、
映
画
会
の
開
催
な
ど

）

人
権
に
配
慮
し
た
行
政
の
推
進
を
図
る

（
人

権
尊
重
の
視
点
か
ら
の
業
務
の
点
検

、
見
直

し

、
適
正
な
情
報
公
開
な
ど

）

公
的
機
関
や
企
業
な
ど
の
職
場
で
の
人
権
研

修
の
充
実
を
図
る

学
校
に
お
け
る
教
育
活
動
の
中
で

、
人
権
教

育
の
充
実
を
図
る

公
民
館
な
ど
の
学
習
会
場
や
学
習
機
器
の
整

備
を
行
い

、
地
域
社
会
に
お
け
る
人
権
教
育

の
充
実
を
図
る

相
談
機
関
等
の
情
報
提
供
な
ど

、
家
庭
に
お

け
る
人
権
教
育
へ
の
支
援
の
充
実
を
図
る

市
民
の
自
主
的
な
人
権
学
習
会
に
つ
い
て

、

資
料
や
文
献

、
視
聴
覚
教
材
等
の
支
援
と
広

報
宣
伝
活
動
の
充
実
を
図
る

市
民
の
利
用
し
や
す
い
相
談
・
支
援
体
制
の

充
実
を
図
る

そ
の
他

特
に
な
い
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人権に関する取組の今後の条件整備【問21×問4-2(2)】

20.0 22.5 22.5 35.0 8.8 11.3 5.0 40.0 2.5 10.0 6.3 8.8

19.2 30.8 23.1 38.5 19.2 23.1 7.7 38.5 3.8 3.8 7.7 11.5

31.6 21.1 15.8 47.4 21.1 26.3 10.5 42.1 5.3 5.3 5.3 0.0

50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0

35.0 35.0 30.0 35.0 10.0 40.0 5.0 40.0 5.0 5.0 5.0 0.0

50.0 0.0 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0

25.0 50.0 25.0 75.0 25.0 25.0 0.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 66.7 0.0 66.7 33.3 33.3 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 20.0 40.0 20.0 0.0 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0 20.0 20.0

100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

28.6 0.0 14.3 28.6 14.3 14.3 0.0 57.1 0.0 0.0 14.3 14.3

0.0 33.3 33.3 100.0 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0

人権に関する取組の今後の条件整備について
人権を侵害された際の対処法（問4-2（2））別にみると、大半の対処法において「市民の利用しやすい

相談・支援体制の充実を図る」と答えた人が最も多い。その中でも「黙って我慢した」と回答した人は、
40.0％、「相手に抗議した」と回答した人は38.5％となっている。
　また、「学校における教育活動の中で、人権教育の充実を図る」と回答した人は、「相手に抗議した」
（38.5％）、「親、きょうだい、子どもや親戚に相談した」（47.4％）が他の対処法に比べ高くなっている。

新聞などの報道機関等
に相談した

1

その他 7

無回答 3

問
4
-
2

(

2

)

　
人
権
を
侵
害
さ
れ
た
際
の
対
処
法

黙って我慢した 80

相手に抗議した 26

親、きょうだい、子どもや
親戚に相談した

19

自治会の役員や民生委
員に相談した

2

親しい友だち、職場の同僚
や上司に相談した 20

法務局や人権擁護委員に
相談した 2

市や県の担当部署に相談し
た 4

弁護士に相談した 3

警察に相談した 5

民間団体などに相談した 1

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全体 112 24.5 22.7 17.9 40.2 11.6 11.1 6.5 35.6 1.7 8.1 9.8 7.8

単位：％

サ
ン
プ
ル
数

市
民
の
人
権
尊
重
意
識
の
高
揚
を
図
る
た
め

の
啓
発
活
動
を
推
進
す
る

（
イ
ベ
ン
ト
や
講

演
会

、
映
画
会
の
開
催
な
ど

）

人
権
に
配
慮
し
た
行
政
の
推
進
を
図
る

（
人

権
尊
重
の
視
点
か
ら
の
業
務
の
点
検

、
見
直

し

、
適
正
な
情
報
公
開
な
ど

）

公
的
機
関
や
企
業
な
ど
の
職
場
で
の
人
権
研

修
の
充
実
を
図
る

学
校
に
お
け
る
教
育
活
動
の
中
で

、
人
権
教

育
の
充
実
を
図
る

公
民
館
な
ど
の
学
習
会
場
や
学
習
機
器
の
整

備
を
行
い

、
地
域
社
会
に
お
け
る
人
権
教
育

の
充
実
を
図
る

相
談
機
関
等
の
情
報
提
供
な
ど

、
家
庭
に
お

け
る
人
権
教
育
へ
の
支
援
の
充
実
を
図
る

市
民
の
自
主
的
な
人
権
学
習
会
に
つ
い
て

、

資
料
や
文
献

、
視
聴
覚
教
材
等
の
支
援
と
広

報
宣
伝
活
動
の
充
実
を
図
る

市
民
の
利
用
し
や
す
い
相
談
・
支
援
体
制
の

充
実
を
図
る

そ
の
他

特
に
な
い
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人権に関する取組の今後の条件整備【問21×問5】

30.5 27.0 18.1 41.8 14.2 15.2 7.8 37.2 0.7 6.7 6.0 8.9

6.0 4.3 0.2 1.6 2.6 4.1 1.3 1.6 -1.0 -1.4 -3.8 1.1

31.5 27.9 20.5 44.7 15.1 11.4 8.2 33.3 1.4 7.3 5.0 8.7

7.0 5.2 2.6 4.5 3.5 0.3 1.7 -2.3 -0.3 -0.8 -4.8 0.9

人権に関する取組の今後の条件整備について
人権に関する法律の認知度（問5）別にみると、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に

関する法律」の認知者の回答率は、「市民の人権尊重意識の高揚を図るための啓発活動を推進する（イベン
トや講演会、映画会の開催など）」が6.0ポイント、「人権に配慮した行政の推進を図る（人権尊重の視点
からの業務の点検、見直し、適正な情報公開など）」が4.3ポイント、それぞれ全体結果より高くなって
いる。

また、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の認知者の回答率は、「市民の人権尊重意
識の高揚を図るための啓発活動を推進する（イベントや講演会、映画会の開催など）」が7.0ポイント、
「人権に配慮した行政の推進を図る（人権尊重の視点からの業務の点検、見直し、適正な情報公開など）」
が5.2ポイント、それぞれ全体結果より高くなっている。

人権に関する取組の今後の条件整備【問21×問5】

28.0 26.7 19.7 45.3 14.8 13.2 7.5 39.1 1.3 5.7 4.9 6.7

3.5 4.0 1.8 5.1 3.2 2.1 1.0 3.5 -0.4 -2.4 -4.9 -1.1

34.8 25.7 21.9 46.2 15.7 12.9 5.2 38.6 1.4 5.7 3.3 7.1

10.3 3.0 4.0 6.0 4.1 1.8 -1.3 3.0 -0.3 -2.4 -6.5 -0.7

人権に関する取組の今後の条件整備について
人権に関する法律の認知度（問5）別にみると、「いじめ防止対策推進法」の認知者の回答率は、「学校

における教育活動の中で、人権教育の充実を図る」が5.1ポイント、「人権に配慮した行政の推進を図る
（人権尊重の視点からの業務の点検、見直し、適正な情報公開など）」が4.0ポイント、それぞれ全体結果
より高くなっている。

また、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の認知者の回答率は、「市民の人権尊重意識の高揚を
図るための啓発活動を推進する（イベントや講演会、映画会の開催など）」が10.3ポイント、「学校にお
ける教育活動の中で、人権教育の充実を図る」が6.0ポイント、それぞれ全体結果より高くなっている。

8.1 9.8 7.8

問
5

いじめ防止対策推進法 371

全体とのポイント差

全体とのポイント差

子どもの貧困対策推進
法

210

全体 604 24.5 22.7 17.9 40.2 11.6 11.1 6.5 35.6 1.7

単位：％

サ
ン
プ
ル
数

市
民
の
人
権
尊
重
意
識
の
高
揚
を
図
る
た
め

の
啓
発
活
動
を
推
進
す
る

（
イ
ベ
ン
ト
や
講

演
会

、
映
画
会
の
開
催
な
ど

）

人
権
に
配
慮
し
た
行
政
の
推
進
を
図
る

（
人

権
尊
重
の
視
点
か
ら
の
業
務
の
点
検

、
見
直

し

、
適
正
な
情
報
公
開
な
ど

）

公
的
機
関
や
企
業
な
ど
の
職
場
で
の
人
権
研

修
の
充
実
を
図
る

学
校
に
お
け
る
教
育
活
動
の
中
で

、
人
権
教

育
の
充
実
を
図
る

公
民
館
な
ど
の
学
習
会
場
や
学
習
機
器
の
整

備
を
行
い

、
地
域
社
会
に
お
け
る
人
権
教
育

の
充
実
を
図
る

相
談
機
関
等
の
情
報
提
供
な
ど

、
家
庭
に
お

け
る
人
権
教
育
へ
の
支
援
の
充
実
を
図
る

市
民
の
自
主
的
な
人
権
学
習
会
に
つ
い
て

、

資
料
や
文
献

、
視
聴
覚
教
材
等
の
支
援
と
広

報
宣
伝
活
動
の
充
実
を
図
る

市
民
の
利
用
し
や
す
い
相
談
・
支
援
体
制
の

充
実
を
図
る

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全体とのポイント差

障害者差別解消法 219

全体 604 24.5 22.7 17.9 40.2 11.6 11.1 6.5 35.6 1.7 8.1 9.8 7.8

障害者虐待防止法 282

問
5

全体とのポイント差

学
校
に
お
け
る
教
育
活
動
の
中
で

、
人
権
教

育
の
充
実
を
図
る

公
民
館
な
ど
の
学
習
会
場
や
学
習
機
器
の
整

備
を
行
い

、
地
域
社
会
に
お
け
る
人
権
教
育

の
充
実
を
図
る

相
談
機
関
等
の
情
報
提
供
な
ど

、
家
庭
に
お

け
る
人
権
教
育
へ
の
支
援
の
充
実
を
図
る

市
民
の
自
主
的
な
人
権
学
習
会
に
つ
い
て

、

資
料
や
文
献

、
視
聴
覚
教
材
等
の
支
援
と
広

報
宣
伝
活
動
の
充
実
を
図
る

市
民
の
利
用
し
や
す
い
相
談
・
支
援
体
制
の

充
実
を
図
る

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

単位：％

サ
ン
プ
ル
数

市
民
の
人
権
尊
重
意
識
の
高
揚
を
図
る
た
め

の
啓
発
活
動
を
推
進
す
る

（
イ
ベ
ン
ト
や
講

演
会

、
映
画
会
の
開
催
な
ど

）

人
権
に
配
慮
し
た
行
政
の
推
進
を
図
る

（
人

権
尊
重
の
視
点
か
ら
の
業
務
の
点
検

、
見
直

し

、
適
正
な
情
報
公
開
な
ど

）

公
的
機
関
や
企
業
な
ど
の
職
場
で
の
人
権
研

修
の
充
実
を
図
る

136



人権に関する取組の今後の条件整備【問21×問5】

30.0 27.0 22.2 42.6 13.9 11.7 7.8 37.8 1.3 6.5 5.7 7.4

5.5 4.3 4.3 2.4 2.3 0.6 1.3 2.2 -0.4 -1.6 -4.1 -0.4

人権に関する取組の今後の条件整備について
人権に関する法律の認知度（問5）別にみると、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の

認知者の回答率は、「市民の人権尊重意識の高揚を図るための啓発活動を推進する（イベントや講演会、
映画会の開催など）」が5.5ポイント、「人権に配慮した行政の推進を図る（人権尊重の視点からの業務の
点検、見直し、適正な情報公開など）」が4.3ポイント、「公的機関や企業などの職場での人権研修の充実
を図る」が4.3ポイント、それぞれ全体結果より高くなっている。

人権に関する取組の今後の条件整備【問21×問5】

32.1 27.1 22.1 47.9 12.1 17.1 5.7 40.0 0.7 4.3 2.1 6.4

7.6 4.4 4.2 7.7 0.5 6.0 -0.8 4.4 -1.0 -3.8 -7.7 -1.4

人権に関する取組の今後の条件整備について
人権に関する法律の認知度（問5）別にみると、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向け

た取組の推進に関する法律」の認知者の回答率は、「学校における教育活動の中で、人権教育の充実を図
る」が7.7ポイント、「市民の人権尊重意識の高揚を図るための啓発活動を推進する（イベントや講演会、
映画会の開催など）」が7.6ポイント、それぞれ全体結果より高くなっている。

そ
の
他

全体とのポイント差

230

全体とのポイント差

全体 604 24.5 22.7 17.9 40.2 11.6 11.1 6.5 35.6 1.7 8.1 9.8 7.8

問
5

ヘイトスピーチ解消法 140

問
5

単位：％

サ
ン
プ
ル
数

市
民
の
人
権
尊
重
意
識
の
高
揚
を
図
る
た
め

の
啓
発
活
動
を
推
進
す
る

（
イ
ベ
ン
ト
や
講

演
会

、
映
画
会
の
開
催
な
ど

）

人
権
に
配
慮
し
た
行
政
の
推
進
を
図
る

（
人

権
尊
重
の
視
点
か
ら
の
業
務
の
点
検

、
見
直

し

、
適
正
な
情
報
公
開
な
ど

）

公
的
機
関
や
企
業
な
ど
の
職
場
で
の
人
権
研

修
の
充
実
を
図
る

学
校
に
お
け
る
教
育
活
動
の
中
で

、
人
権
教

育
の
充
実
を
図
る

公
民
館
な
ど
の
学
習
会
場
や
学
習
機
器
の
整

備
を
行
い

、
地
域
社
会
に
お
け
る
人
権
教
育

の
充
実
を
図
る

相
談
機
関
等
の
情
報
提
供
な
ど

、
家
庭
に
お

け
る
人
権
教
育
へ
の
支
援
の
充
実
を
図
る

市
民
の
自
主
的
な
人
権
学
習
会
に
つ
い
て

、

資
料
や
文
献

、
視
聴
覚
教
材
等
の
支
援
と
広

報
宣
伝
活
動
の
充
実
を
図
る

市
民
の
利
用
し
や
す
い
相
談
・
支
援
体
制
の

充
実
を
図
る

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全体 604 24.5 22.7 17.9 40.2 11.6 11.1 6.5 35.6 1.7 8.1 9.8 7.8

女性活躍推進法

人
権
に
配
慮
し
た
行
政
の
推
進
を
図
る

（
人

権
尊
重
の
視
点
か
ら
の
業
務
の
点
検

、
見
直

し

、
適
正
な
情
報
公
開
な
ど

）

公
的
機
関
や
企
業
な
ど
の
職
場
で
の
人
権
研

修
の
充
実
を
図
る

学
校
に
お
け
る
教
育
活
動
の
中
で

、
人
権
教

育
の
充
実
を
図
る

公
民
館
な
ど
の
学
習
会
場
や
学
習
機
器
の
整

備
を
行
い

、
地
域
社
会
に
お
け
る
人
権
教
育

の
充
実
を
図
る

相
談
機
関
等
の
情
報
提
供
な
ど

、
家
庭
に
お

け
る
人
権
教
育
へ
の
支
援
の
充
実
を
図
る

市
民
の
自
主
的
な
人
権
学
習
会
に
つ
い
て

、

資
料
や
文
献

、
視
聴
覚
教
材
等
の
支
援
と
広

報
宣
伝
活
動
の
充
実
を
図
る

市
民
の
利
用
し
や
す
い
相
談
・
支
援
体
制
の

充
実
を
図
る

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

単位：％

サ
ン
プ
ル
数

市
民
の
人
権
尊
重
意
識
の
高
揚
を
図
る
た
め

の
啓
発
活
動
を
推
進
す
る

（
イ
ベ
ン
ト
や
講

演
会

、
映
画
会
の
開
催
な
ど

）
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人権に関する取組の今後の条件整備【問21×問5】

32.3 22.6 18.3 46.0 14.9 10.6 7.7 36.6 1.3 6.0 5.5 6.8

7.8 -0.1 0.4 5.8 3.3 -0.5 1.2 1.0 -0.4 -2.1 -4.3 -1.0

人権に関する取組の今後の条件整備について
人権に関する法律の認知度（問5）別にみると、「部落差別の解消の推進に関する法律」の認知者の回答

率は、「市民の人権尊重意識の高揚を図るための啓発活動を推進する（イベントや講演会、映画会の開催
など）」が7.8ポイント、「学校における教育活動の中で、人権教育の充実を図る」が5.8ポイント、それ
ぞれ全体結果より高くなっている。

問２２　あなたは、人権に関わる課題として、今後、市がどのような問題に力を入れて取り組んで
いく必要があると思われますか。

今後、美祢市が取り組むべき人権課題【問22×問2】

43.8 31.3 18.8 37.5 6.3 12.5 12.5 12.5

25.6 37.2 15.4 46.2 3.8 10.3 14.1 10.3

26.0 32.9 14.5 34.7 2.3 15.0 17.3 8.1

24.7 29.3 16.7 28.7 2.7 13.0 24.0 6.7

18.9 27.0 2.7 32.4 2.7 13.5 18.9 13.5

今後、美祢市が取り組むべき人権課題について
県指針の理解度（問2）別にみると、「知っていて内容もよく理解している」と答えた人は、「ストー

カー等に関する問題」（43.8％）、「性的指向（人の恋愛・性愛がどういう対象に向かうかを示す概念）
に関する問題」（18.8％）が他の層に比べ高くなっている。また、「知っていて内容もある程度は理解して
いる」と答えた人は、「フリーターなど非正規雇用に関する問題」が46.2％、「自己決定権（個人が自分の
生き方などについて自由に決定する権利）」が37.2％と他層に比べ高くなっている。

8.1 9.8 7.8

問
5

部落差別解消推進法 235

問
2
　
山
口
県
人
権
推
進
指

針
の
理
解
度

16

78

604 25.3 31.3 15.1 33.1 2.8 13.2 20.2 8.1

37

単位：％

全体

知っていて内容もよく理
解している

知っていて内容もある程
度は理解している

知っているが内容はよく
理解していない

知らない

無回答

173

300

全体とのポイント差

単位：％

サ
ン
プ
ル
数

市
民
の
人
権
尊
重
意
識
の
高
揚
を
図
る
た
め

の
啓
発
活
動
を
推
進
す
る

（
イ
ベ
ン
ト
や
講

演
会

、
映
画
会
の
開
催
な
ど

）

人
権
に
配
慮
し
た
行
政
の
推
進
を
図
る

（
人

権
尊
重
の
視
点
か
ら
の
業
務
の
点
検

、
見
直

し

、
適
正
な
情
報
公
開
な
ど

）

サ
ン
プ
ル
数

ス
ト
ー
カ
ー
等
に
関
す
る
問
題

自
己
決
定
権

(

個
人
が
自
分
の
生

き
方
な
ど
に
つ
い
て
自
由
に
決
定

す
る
権
利

）
に
関
す
る
問
題

性
的
指
向

（
人
の
恋
愛
・
性
愛
が

ど
う
い
う
対
象
に
向
か
う
か
を
示

す
概
念

）
に
関
す
る
問
題

フ
リ
ー
タ
ー
な
ど
非
正
規
雇
用
に

関
す
る
問
題

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全体 604 24.5 22.7 17.9 40.2 11.6 11.1 6.5 35.6 1.7

公
的
機
関
や
企
業
な
ど
の
職
場
で
の
人
権
研

修
の
充
実
を
図
る

学
校
に
お
け
る
教
育
活
動
の
中
で

、
人
権
教

育
の
充
実
を
図
る

公
民
館
な
ど
の
学
習
会
場
や
学
習
機
器
の
整

備
を
行
い

、
地
域
社
会
に
お
け
る
人
権
教
育

の
充
実
を
図
る

相
談
機
関
等
の
情
報
提
供
な
ど

、
家
庭
に
お

け
る
人
権
教
育
へ
の
支
援
の
充
実
を
図
る

市
民
の
自
主
的
な
人
権
学
習
会
に
つ
い
て

、

資
料
や
文
献

、
視
聴
覚
教
材
等
の
支
援
と
広

報
宣
伝
活
動
の
充
実
を
図
る

市
民
の
利
用
し
や
す
い
相
談
・
支
援
体
制
の

充
実
を
図
る

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答
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今後、美祢市が取り組むべき人権課題【問22×問3】

17.1 28.6 11.4 22.9 2.9 20.0 22.9 20.0

29.5 38.5 16.4 41.0 1.6 9.0 13.9 8.2

23.9 35.0 16.0 32.5 1.8 16.0 19.0 6.1

36.6 36.6 17.1 31.7 2.4 14.6 9.8 2.4

20.5 38.5 7.7 30.8 12.8 10.3 5.1 10.3

24.6 21.5 15.2 30.9 2.6 13.1 29.8 7.3

15.4 30.8 15.4 38.5 0.0 7.7 23.1 23.1

今後、美祢市が取り組むべき人権課題について
人権尊重意識の定着状況（問3）別にみると、「どちらかといえばそう思う」と回答した人は、「フリー

ターなど非正規雇用に関する問題」が41.0％と他層に比べ高くなっている。また、「どちらかといえばそう思
う」、「そうは思わない」と回答した人は、「自己決定権（個人が自分の生き方などについて自由に決定する
権利）に関する問題」が38.5％と他層に比べ高くなっている。

問
3
　
美
祢
市
に
お
け
る
人
権
尊
重
意
識

の
定
着
状
況

そう思う 35

どちらかといえばそう思う 122

どちらともいえない 163

どちらかといえばそうは
思わない

41

無回答 13

そうは思わない 39

わからない 191

単位：％

サ
ン
プ
ル
数

ス
ト
ー
カ
ー
等
に
関
す
る
問
題

自
己
決
定
権

(

個
人
が
自
分
の
生

き
方
な
ど
に
つ
い
て
自
由
に
決
定

す
る
権
利

）
に
関
す
る
問
題

性
的
指
向

（
人
の
恋
愛
・
性
愛
が

ど
う
い
う
対
象
に
向
か
う
か
を
示

す
概
念

）
に
関
す
る
問
題

フ
リ
ー
タ
ー
な
ど
非
正
規
雇
用
に

関
す
る
問
題

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全体 604 25.3 31.3 15.1 33.1 2.8 13.2 20.2 8.1
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今後、美祢市が取り組むべき人権課題【問22×問4】

27.7 33.9 19.6 34.8 3.6 10.7 20.5 4.5

24.6 31.5 14.4 34.0 2.5 14.6 16.9 8.8

25.8 29.2 11.7 27.5 3.3 12.5 30.0 7.5

20.0 20.0 30.0 50.0 0.0 0.0 20.0 30.0

今後、美祢市が取り組むべき人権課題について
人権を侵害された経験（問4）別にみると、「ストーカー等に関する問題」については、「ある」と答え

た人が27.7％、「ない」と答えた人が24.6％となっている。
また、「性的指向（人の恋愛・性愛がどういう対象に向かうかを示す概念）に関する問題」については、

「ある」と答えた人が19.6％、「ない」と答えた人が14.4％となっている。

問
4
　
人
権
を
侵
害
さ

れ
た
経
験

ある 112

ない 362

わからない 120

無回答 10

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全体 604 25.3 31.3 15.1 33.1 2.8 13.2 20.2 8.1

単位：％

サ
ン
プ
ル
数

ス
ト
ー
カ
ー
等
に
関
す
る
問
題

自
己
決
定
権

(

個
人
が
自
分
の
生

き
方
な
ど
に
つ
い
て
自
由
に
決
定

す
る
権
利

）
に
関
す
る
問
題

性
的
指
向

（
人
の
恋
愛
・
性
愛
が

ど
う
い
う
対
象
に
向
か
う
か
を
示

す
概
念

）
に
関
す
る
問
題

フ
リ
ー
タ
ー
な
ど
非
正
規
雇
用
に

関
す
る
問
題

そ
の
他
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今後、美祢市が取り組むべき人権課題【問22×問4-2(1)】

34.9 30.2 20.9 34.9 4.7 14.0 23.3 4.7

35.3 23.5 17.6 41.2 11.8 11.8 17.6 0.0

53.8 46.2 30.8 46.2 7.7 0.0 23.1 0.0

60.0 40.0 0.0 40.0 20.0 0.0 0.0 20.0

20.0 20.0 20.0 80.0 0.0 20.0 0.0 0.0

26.7 26.7 13.3 46.7 6.7 13.3 20.0 6.7

22.7 40.9 18.2 40.9 4.5 11.4 20.5 4.5

35.7 35.7 35.7 14.3 0.0 14.3 21.4 0.0

36.0 48.0 32.0 32.0 8.0 12.0 8.0 0.0

16.7 83.3 0.0 33.3 0.0 0.0 16.7 0.0

33.3 33.3 33.3 33.3 22.2 0.0 33.3 0.0

22.2 55.6 0.0 22.2 0.0 0.0 22.2 0.0

40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 20.0

0.0 50.0 25.0 50.0 0.0 25.0 0.0 0.0

33.3 66.7 33.3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

今後、美祢市が取り組むべき人権課題について
人権を侵害されたと思った内容（問4-2（１））別にみると、「フリーターなど非正規雇用に関する問

題」と回答した人は、「差別待遇（人権、信条、性別、社会的身分、心身の障害などによる不当な扱い）」
が46.7％と他の人権を侵害されたと思った内容に比べ高くなっている。

また、「自己決定権（個人が自分の生き方などについて自由に決定する権利）に関する問題」と回答し
た人は、「プライバシーの侵害」が48.0％と他の人権を侵害されたと思った内容に比べ高くなっている。
件数は少ないが、「インターネットによる人権侵害」（83.3％）も高くなっている。

なんとなく 5

答えたくない 4

無回答 3

問
4
-
2

(

1

)

　
人
権
を
侵
害
さ
れ
た
と
思
っ
た
内
容

名誉き損、侮辱 43

暴力・虐待（家庭内を含
む）、脅迫、強要

17

公的機関や企業、団体
による不当な扱い

13

社会福祉施設での不当
な扱い

5

警察官による不当な扱い
（犯罪や不法行為のぬれぎ
ぬなど）

5

差別待遇（人種・信条・性
別・社会的身分・心身の障
害などによる不当な扱い）

15

地域や職場などでの仲間は
ずれ（他人からの悪口、か
げ口など）

44

ｾｸｼｭｱﾙ･ﾊﾗｽﾒﾝﾄやｽﾄｰ
ｶｰ行為

14

プライバシーの侵害 25

インターネットによる人権
侵害

6

悪臭、騒音等の公害 9

その他 9

全体 112 25.3 31.3 15.1 33.1 2.8 13.2 20.2 8.1

単位：％
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数
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等
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る
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自
己
決
定
権

(

個
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が
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分
の
生

き
方
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ど
に
つ
い
て
自
由
に
決
定

す
る
権
利

）
に
関
す
る
問
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的
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（
人
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・
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愛
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う
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象
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向
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か
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）
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用
に
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る
問
題

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答
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今後、美祢市が取り組むべき人権課題【問22×問4-2(2)】

28.8 35.0 20.0 32.5 1.3 13.8 21.3 6.3

30.8 34.6 26.9 34.6 11.5 11.5 15.4 3.8

31.6 36.8 31.6 42.1 5.3 5.3 15.8 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0

45.0 35.0 20.0 35.0 0.0 10.0 20.0 0.0

50.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 50.0 0.0

25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 25.0 50.0 0.0

66.7 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0

20.0 40.0 0.0 40.0 20.0 0.0 40.0 0.0

100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

57.1 71.4 28.6 28.6 0.0 0.0 14.3 0.0

33.3 66.7 33.3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

今後、美祢市が取り組むべき人権課題について
人権を侵害された際の対処法（問4-2（2））別にみると、「親、きょうだい、子どもや親戚に相談した」

と回答した人は、「自己決定権（個人が自分の生き方などについて自由に決定する権利）に関する問題」
が36.8％と他の人権を侵害された際の対処法に比べ高くなっている。

また、「親しい友だち、職場の同僚や上司に相談した」と回答した人は、「ストーカー等に関する問題」
が45.0％と他の人権を侵害された際の対処法に比べ高くなっている。

問
4
-
2

(

2

)

　
人
権
を
侵
害
さ
れ
た
際
の
対
処
法

黙って我慢した 80

相手に抗議した 26

親、きょうだい、子どもや
親戚に相談した

19

自治会の役員や民生委
員に相談した

2

親しい友だち、職場の同僚
や上司に相談した 20

法務局や人権擁護委員に
相談した 2

市や県の担当部署に相談し
た 4

弁護士に相談した 3

警察に相談した 5

民間団体などに相談した 1

無回答 3

新聞などの報道機関等
に相談した

1

その他 7

無
回
答

全体 112 25.3 31.3 15.1 33.1 2.8 13.2 20.2 8.1
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